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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期

決算年月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月 平成30年３月 平成31年３月

売上高 （百万円） 46,593 48,727 45,971 45,962 44,156

経常利益 （百万円） 1,825 2,229 2,269 2,385 1,632

親会社株主に帰属する当期

純利益
（百万円） 1,117 1,347 1,478 1,697 653

包括利益 （百万円） 1,376 918 1,700 1,764 314

純資産額 （百万円） 16,365 16,766 17,664 19,081 19,014

総資産額 （百万円） 30,192 30,906 30,839 32,656 32,124

１株当たり純資産額 （円） 1,459.99 1,504.50 1,624.31 1,745.40 1,725.03

１株当たり当期純利益 （円） 98.97 120.44 133.90 156.12 59.80

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） － － 133.89 155.65 59.44

自己資本比率 （％） 54.2 54.2 57.2 58.2 58.9

自己資本利益率 （％） 6.95 8.13 8.59 9.26 3.45

株価収益率 （倍） 14.00 11.32 11.26 11.85 22.74

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） 1,054 2,009 1,220 2,321 1,651

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） 1,282 △874 △1,802 △615 △1,345

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △3,329 △250 △653 △41 △845

現金及び現金同等物の期末

残高
（百万円） 7,063 7,945 6,709 8,371 7,833

従業員数
（人）

1,531 1,486 1,402 1,377 1,348

（外、平均臨時雇用者数） (1,405) (1,403) (1,369) (1,402) (1,368)

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第29期以前の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期

決算年月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月 平成30年３月 平成31年３月

営業収益 （百万円） 1,589 1,641 1,853 2,003 4,123

経常利益 （百万円） 413 336 462 742 3,094

当期純利益 （百万円） 532 443 567 990 3,076

資本金 （百万円） 3,371 3,371 3,371 3,371 3,371

発行済株式総数 （株） 12,280,177 11,280,177 11,280,177 11,280,177 11,280,177

純資産額 （百万円） 14,811 14,308 14,295 15,006 17,361

総資産額 （百万円） 19,438 19,523 19,766 21,340 21,555

１株当たり純資産額 （円） 1,321.30 1,283.89 1,314.21 1,371.30 1,574.26

１株当たり配当額

（円）

36.00 38.00 40.00 44.00 46.00

（内１株当たり中間配当

額）
(17.50) (18.50) (19.00) (20.00) (23.00)

１株当たり当期純利益 （円） 47.21 39.65 51.40 91.10 281.59

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） － － 51.40 90.82 279.93

自己資本比率 （％） 76.2 73.3 72.2 70.0 80.1

自己資本利益率 （％） 3.6 3.0 4.0 6.8 19.1

株価収益率 （倍） 29.36 34.38 29.34 20.31 4.83

配当性向 （％） 76.26 95.84 77.82 48.30 16.34

従業員数
（人）

8 3 5 5 4

（外、平均臨時雇用者数） (6) (3) (2) (2) (2)

株主総利回り （％） 116.7 117.9 133.1 164.7 128.3

（比較指標：TOPIX） （％） (128.3) (112.0) (125.7) (142.7) (132.3)

最高株価 （円） 1,486 1,807 1,614 1,897 1,965

最低株価 （円） 998 1,191 1,281 1,425 1,300

　（注）１．営業収益には消費税等は含まれておりません。

２．第29期以前の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

３．第31期の１株当たり配当額には、上場20周年記念配当２円を含んでおります。

４．最高株価及び最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。
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２【沿革】

　当社の沿革は次の記載にありますように、昭和37年７月に設立しました㈱関西医学検査センターを母体として、㈱

中部医学検査センター他５社が独立創業し、関西医学検査センターグループを形成しておりました。昭和63年３月に

グループの中核検査施設であり、実質上の存続会社である旧㈱ファルコ・バイオシステムズを設立して、厳しい業界

環境に対応すべく組織統合、経営規模の拡大のためにグループ各社を吸収合併してきた経緯があります。従いまし

て、以下の記述におきましても特段の記載がない限り、全て当社の記載は、実質上の存続会社である旧㈱ファルコ・

バイオシステムズを意味しております。
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年月 事項

昭和63年３月 　京都府久世郡久御山町において、㈱ファルコ・バイオシステムズ（実質上の存続会社）を設立。

平成元年11月
　関西医学検査センター(現㈱ファルコホールディングス)グループの中核検査施設として京都府久世郡
久御山町に総合研究所を竣工。

平成５年３月 　㈱ファルコバイオシステムズ(本店：名古屋市中川区)を吸収合併。

平成５年５月 　本店所在地を、京都府久世郡久御山町から京都市左京区へ移転。

平成５年９月
　㈱ファルコバイオシステムズ(本店：大阪府枚方市、本店：大阪市天王寺区、本店：神戸市中央区、本
店：奈良県橿原市)の４法人と合併。

平成５年11月 　当社100％出資の子会社として、熊本県熊本市に㈱ファルコバイオシステムズ九州を設立。

平成６年２月 　㈱ファルコバイオシステムズに商号変更。

平成６年９月

・㈱ファルコバイオシステムズ(形式上の存続会社　本店：京都市西京区)と合併。

・㈱ファルコバイオシステムズ(本店：広島市南区)の株式を取得し、子会社とする。同時に、商号を㈱
ファルコバイオシステムズ広島に変更。

・㈱中国予防医学研究所の株式を取得し、子会社とする。

平成９年４月 　大阪証券取引所市場第二部並びに京都証券取引所に株式を上場。

平成９年９月 　㈱エルデの株式を取得し、子会社とする。

平成10年４月 　㈱保健医学研究所の株式を取得し、子会社とする。

平成10年９月

・㈱肥後臨床検査研究所の株式を取得し、子会社とする。

・㈱国際生物理化学研究所の株式を取得し、関連会社とする。

・㈱ファルコバイオシステムズ九州は、㈱ファルコバイオシステムズ沖縄を吸収合併。

平成11年４月 　京都市山科区に調剤薬局１号店ファルコおとわ薬局を開設。

平成11年９月

・㈱ファルコバイオシステムズ西日本（旧㈱ファルコバイオシステムズ広島）は、㈱西日本メディコの
株式を取得し、子会社とする。

・㈱熊本臨床検査センターの株式を取得し、子会社とする。

平成12年３月 　ファルコおとわ薬局他１店舗を含め調剤薬局事業を、㈱国際生物理化学研究所へ譲渡。

平成12年５月 　食品衛生検査の業務を㈱エルデに移管。

平成12年９月 　㈱国際生物理化学研究所の株式を追加取得し、子会社とする。

平成13年９月
　㈱ファルコバイオシステムズ兵庫（旧㈱保健医学研究所）が、㈱ファルコバイオシステムズ山陰（旧
㈱西日本メディコ）の株式を取得し、子会社とする。

平成14年９月

・㈱熊本臨床検査センターは、㈱ファルコバイオシステムズ九州及び㈱肥後臨床検査研究所から臨床検
査事業を譲り受ける。同時に、商号を㈱ファルコバイオシステムズ九州に変更。

・㈱ファルコバイオシステムズ九州は、㈲ピーシーテックの出資持分を取得し、子会社とする。

平成14年10月 　㈱ファルコバイオシステムズ福井の株式を取得し、子会社とする。

平成15年１月

・㈱肥後臨床検査研究所（㈱ファルココミュニケーションズに商号変更）は、㈱ファルコバイオシステ
ムズ九州を吸収合併。

・本店所在地を京都市左京区から京都市中京区へ移転。

平成15年２月 　岡山県岡山市に岡山研究所を設置。

平成16年３月 　チューリップ調剤㈱の株式を取得し、子会社とする。

平成16年10月 　東京証券取引所市場第二部に株式を上場。

平成17年１月
　㈲飛騨臨床検査センター（㈱ファルコバイオシステムズ飛騨に商号変更）の出資持分を取得し、子会
社とする。

平成17年３月 　㈱ファーマプロット及び㈱MINORIの株式を取得し、子会社とする。

平成17年９月 　東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第一部に指定。

平成18年２月 　Hitzコスミック㈱の株式を取得し、子会社とする。

平成18年３月 　㈱志太医研及び㈱東予中検の株式を取得し、子会社とする。
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年月 事項

平成19年１月
　㈱ファルコクリニカルプラン(旧㈱国際生物理化学研究所)、チューリップ調剤㈱、㈱ファーマプロッ
ト、㈱MINORIの４社は、株式移転の方法により、純粋持株会社である㈱ファルコファーマシーズを設
立し、４社は同社の子会社となる。

平成19年２月 　㈱ファルコバイオシステムズ西日本及び㈱ファルコバイオシステムズ山陰を吸収合併。

平成19年４月 　㈱ファルコバイオシステムズ九州を吸収合併。

平成19年７月 　名古屋市守山区に東海中央研究所を設置。

平成19年８月 　㈱志太医研及び㈱東予中検を吸収合併。

平成21年３月

・㈱ファルココミュニケーションズ（現㈱ファルコバイオシステムズ）は、コスミック㈱（旧Hitzコス
ミック㈱）を吸収合併。

・㈱ファルコクリニカルプランは、㈱ファーマプロット及び㈱MINORIを吸収合併。

平成22年３月
　臨床検査事業、周辺事業であるＩＴ事業及びバイオ事業を㈱ファルココミュニケーションズに吸収分
割後、商号を㈱ファルコＳＤホールディングスに変更。

平成22年４月 　㈱示野薬局の株式を取得し、子会社とする。

平成22年８月 　㈱ファルコビジネスサポートを設立。

平成23年３月
　㈱ファルコバイオシステムズは、㈱ファルコバイオシステムズ福井及び㈱ファルコバイオシステムズ
飛騨を吸収合併。

平成23年４月 　㈱アテストの全株式を取得し、子会社とする。

平成24年４月
　㈱ファルコクリニカルプランは、㈱ファルコファーマシーズを吸収合併し、商号を㈱ファルコファー
マシーズに変更。

平成25年２月 　㈱ファルコバイオシステムズは、㈱ファルコバイオシステムズ兵庫を吸収合併。

平成25年７月
　東京証券取引所と大阪証券取引所の市場統合に伴い、大阪証券取引所市場第一部は、東京証券取引所
市場第一部に統合。

平成25年12月 　㈱示野薬局の全株式を譲渡。

平成26年10月 　㈱ファルコホールディングスに商号変更。

平成27年10月 　㈱ファルコバイオシステムズは、㈱フレスコメディカル（旧㈱中国予防医学研究所）を吸収合併。

平成28年10月 　㈱ファルコバイオシステムズは、㈱ファルコライフサイエンス（旧㈱エルデ）を吸収合併。
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３【事業の内容】

当社グループは、当社及び連結子会社５社で構成され、臨床検査事業及び調剤薬局事業を行っております。

当社グループの事業内容及び当社と連結子会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

次の２事業は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等 （１）連結財務諸表　注記事項」に掲げるセグメントの区

分と同一であります。

なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当してお

り、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断すること

となります。

 

（臨床検査事業）

㈱ファルコバイオシステムズは、各地の病院及び診療所等から臨床検体検査等を受託しており、その他に電子カル

テ等の医療情報システムの開発・販売を行っております。また、㈱アテストは体外診断用医薬品等の卸売を行ってお

ります。

（調剤薬局事業）

㈱ファルコファーマシーズ及びチューリップ調剤㈱は、調剤薬局の運営を行っております。

 

当社グループの事業系統図は次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）      

㈱ファルコバイオシステムズ

（注）１，３
京都市
中京区

98

臨床検体検査受託業
務
医療情報システムの
開発・販売

100

建物の賃貸
業務委受託
資金の貸付・借入
債務保証
役員の兼任

㈱アテスト
京都府
宇治市

50
体外診断用医薬品等
の販売

100

業務受託
資金の貸付
債務保証
役員の兼任

㈱ファルコファーマシーズ

（注）１，３
京都市
中京区

45 調剤薬局の経営 100

建物の賃貸
業務受託
資金の借入
役員の兼任

チューリップ調剤㈱

（注）１，３
富山県
富山市

453 調剤薬局の経営 100
業務受託
資金の借入
役員の兼任

㈱ファルコビジネスサポート

（注）１
京都市
中京区

5 管理業務の受託 100

建物の賃貸
業務委託
債務保証
役員の兼任

 （注）１．特定子会社に該当しております。

２．上記の子会社のうちには、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

３．以下の連結子会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合

が10％を超えております。

　名　　称

　主要な損益情報等

売上高
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益
（百万円）

純資産額
（百万円）

総資産額
（百万円）

㈱ファルコバイオシステムズ 23,790 590 29 1,242 7,902

㈱ファルコファーマシーズ 8,667 432 250 1,315 3,466

チューリップ調剤㈱ 8,330 497 341 1,486 3,508

 

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成31年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

臨床検査事業 895 (1,178)

調剤薬局事業 408 (185)

全社（共通） 45 (5)

合計 1,348 (1,368)

　（注）１．従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者は除く。）であります。

　　　　２．従業員数欄の（ ）外数は、定時社員、契約社員及び嘱託社員の年間の平均雇用人員であります。

 　　　 ３．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

(2）提出会社の状況

    平成31年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

4 (2) 50.7 27.5 7,088,808

 

セグメントの名称 　従業員数（人）

全社（共通） 4 (2)

　（注）１．従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であります。

　　　　２．従業員数欄の（ ）外数は、嘱託社員の年間の平均雇用人員であります。

　　　　３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　　　　４．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

(3）労働組合の状況

　当社及び連結子会社５社では、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

（1）経営方針

　当社グループは、「人に未来により近く」をコーポレートスローガンに掲げ、「心と体の健康を支え、人の豊かな

未来を提案する」ことを経営理念として、事業活動を行っております。

　医療を取り巻く環境は大きく変化しており、国民の健康に対する関心も高まるなかで、医療・健康に関連する事業

領域は広がりを見せております。当社グループは、このような事業環境の変化を見据えながら、臨床検査事業及び調

剤薬局事業で培ったノウハウを活用し、顧客ニーズに対応した医療・健康サポートサービスを提供してまいります。

　また、ステークホルダーの信頼に応えるため、財務基盤の安定化に努めるとともに、事業の収益力の向上を図り、

グループ全体での企業価値の向上を目指してまいります。

 

（2）中長期的な会社の経営戦略

　令和３年３月期を最終年度とする３か年の中期経営計画は、火災による前提条件の変化及び不確定要素について慎

重に検討を重ねているため、一旦取り下げることといたしました。今後、本火災の当社グループ業績への中期的な影

響、当社グループを取り巻く市場環境及び事業環境を踏まえ、策定が可能となり次第、公表する予定にしておりま

す。

 

（3）経営上の目標を達成状況を判断するための客観的な指標等

　当社グループでは、バランスシート重視の経営を行っており、資産効率性の状況を判断するための指標として、株

主資本利益率（ＲＯＥ）を主な経営指標としております。株主資本利益率（ＲＯＥ）につきましては、中長期的には

９％以上を目標としております。

 

（4）経営環境及び対処すべき課題

　わが国では、高齢化社会の進展や医療費の増加、医療・情報技術の高度化を背景に、新たな医療制度・システムの

確立や医療費抑制に向けた取り組みが行われております。このような状況のもと、受託臨床検査市場は市場の成熟化

を受け、同業他社との競争激化により厳しい環境が続くことが見込まれております。また、調剤薬局市場は、患者本

位の医薬分業の実現に向けて、かかりつけ薬剤師・薬局としての役割・機能が求められるなか、平成30年４月に実施

された調剤報酬及び薬価の改定に加え、令和元年10月に予定される消費税率の改定により、一層厳しい状況になるこ

とが予想されております。

　当社グループは、このような事業環境のもと、臨床検査事業及び調剤薬局事業の収益力向上を図ってまいります。

また、ＩＣＴの活用やグループ外の企業との連携を含め、市場環境の変化や顧客ニーズに対応した新たなサービスを

提供することにより、事業領域の拡大に取り組んでまいります。

　臨床検査事業におきましては、火災により全面操業停止としておりました総合研究所の操業を平成31年４月１日よ

り一部再開し、令和元年５月末より全面的に再開いたしました。同年５月初旬の岡山研究所における設備増強、並び

に総合研究所の全面的な操業再開により、当社グループの検体検査処理能力はほぼ火災前の状況に回復する見込みで

す。また、令和２年１月には東海中央研究所の設備増強の完了を予定しております。これらによって検査体制を再構

築し、緊急時における事業継続の体制強化と業務効率化を推進してまいります。

　また、顧客からの信頼を回復すべく、粘り強い営業活動を展開し、受託検体数の増加を図ってまいります。クラウ

ド型電子カルテ「ＨＡＹＡＴＥ／ＮＥＯ」並びに「ＭＳＩ検査キット（ＦＡＬＣＯ）」は販売をより一層強化し、臨

床検体検査受託業務以外の新たな核となる事業化を目指してまいります。

　さらに、臨床検査事業全体のコスト構造の見直しを進め、持続的な収益力の回復に取り組んでまいります。

　調剤薬局事業につきましては、堅実な店舗運営を推進しつつ、既存店舗の処方箋応需の拡大及び店舗運営の効率化

を図ることにより、店舗の収益力の向上に取り組んでまいります。また、かかりつけ薬剤師・薬局として求められる

役割・機能を果たすとともに、高齢者施設及び在宅を中心とした地域医療との連携を進めてまいります。
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２【事業等のリスク】

 当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のある重要なリスク並びに要因については、以下の

ようなものがありますが、これらに限定されるものではありません。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

（1）臨床検査事業の法的規制について

 当社グループが実施する臨床検査事業は、「臨床検査技師等に関する法律」により衛生検査所が所在する都道府

県知事の許可を必要とし、衛生検査所の設備、管理組織等の面において、同法に基づく規制が実施されておりま

す。万一、法令違反により、営業停止又は取消を受けることとなった場合、当社グループの経営成績及び財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。

許認可の名称 有効期限 関連する法令 登録等の交付者

衛生検査所登録 － 臨床検査技師等に関する法律 各都道府県知事

 

（2）調剤薬局事業に対する法的規制について

 当社グループが実施する調剤薬局事業は、「医薬品医療機器等法」や「健康保険法」等により各都道府県知事の

許可並びに各地方厚生局長の指定等を必要とし、調剤薬局の設備、管理組織等の面において、同法等に基づく規制

が実施されております。万一、法令違反により、営業停止又は取消を受けることとなった場合、当社グループの経

営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

許認可等の名称 有効期限 関連する法令 登録者の交付者

医薬品販売業許可 ６年 医薬品医療機器等法 各都道府県知事

薬局開設許可 ６年 医薬品医療機器等法 各都道府県知事

保険薬局指定 ６年 健康保険法 各地方厚生(支)局長

麻薬小売業者免許 ３年 麻薬及び向精神薬取締法 各都道府県知事

医療機器販売業許可 ６年 医薬品医療機器等法 各都道府県知事

 

（3）その他法的規制について

　上記の臨床検査事業及び調剤薬局事業の法的規制以外にも独占禁止法、税制、環境関連諸法令等様々な公的規制

を受けております。

　万一、これらの規制を遵守できなかった場合、制裁金等を課される可能性があります。また、今後規制の強化や

大幅な変更がなされた場合、当社グループの活動の制約を受けたり、規制内容の変更に対応するためのコストが発

生する可能性があります。これらの規制は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（4）診療報酬点数の改定について

 当社グループが実施する臨床検査に係る診療報酬点数は、「健康保険法」の規定により厚生労働省が決定してお

ります。また、２年毎の診療報酬点数の引き下げが慣例となっており、今後、健康保険法の改定が行われ診療報酬

点数が引き下げられた場合、臨床検査事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（5）薬価並びに調剤報酬の改定について

 当社グループが実施する調剤薬局事業に係る薬価並びに調剤報酬は、「健康保険法」の規定により厚生労働省が

決定しております。今後、健康保険法の改定が行われ薬価並びに調剤報酬が引き下げられた場合、調剤薬局事業の

業績に影響を及ぼす可能性があります。

（6）検査過誤及び調剤過誤について

 当社グループが実施する臨床検査事業に係る検査過誤を防止するため、標準作業書に基づく作業の徹底と精度管

理体制を整えるとともに、細心の注意を払い検査業務を行っておりますが、万一、検査過誤等による訴訟等が生じ

た場合、信用失墜や賠償責任等により当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 また、調剤薬局事業に係る調剤過誤を防止するために「調剤ミス防止システム」等を導入し、ミス防止体制を整

えるとともに、細心の注意を払い調剤業務を行っておりますが、万一、調剤過誤等による訴訟等が生じた場合、信

用失墜や賠償責任等により当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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（7）情報保護について

 当社グループの事業において、事業活動上多くの個人・顧客情報を取り扱っており、その保護に努めております

が、万一、情報が外部に流出した場合、信用失墜や賠償責任等により当社グループの経営成績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。

（8）企業買収等について

 当社グループは、企業買収及び資本参加を含む投資による事業の拡大を企画することがあります。当社グループ

は対象事業との統合効果を最大限に高めるために当社グループの経営戦略等を図りますが、期待した利益やシナ

ジー効果をあげられる保証はありません。

（9）投資有価証券の減損処理について

 当社グループは、時価のある有価証券を保有しておりますが、時価が著しく下落した場合には、取得原価と時価

との差額を当該期の損失とすることとなり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。

（10）関係会社株式の減損処理について

 今後、企業買収等により取得した関係会社株式において、当初想定していた超過収益力が低下した場合、関係会

社株式の減損処理等によって、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

（11）固定資産の減損処理について

 当社グループは、自社保有している固定資産の価値が将来大幅に下落した場合並びに店舗等の収益性が低下した

場合、減損会計の適用により対象となる資産又は資産グループに対して、固定資産の減損処理が必要になる場合が

あります。これにより、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

（12）子会社の統廃合について

 当社は、競争力強化のため買収した子会社の統廃合を実施しております。今後、子会社の統廃合を実施した場

合、当社の財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

（13）災害、事故等に起因する事業活動の停止、制約等について

 当社グループの各事業所が、大規模な台風、地震等の自然災害に見舞われた場合は操業に支障が生じ、業績に影

響を及ぼす可能性があります。また、重大な労働災害、設備事故等が発生した場合には事業活動の停止、制約等に

より、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

　当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

 

①経営成績の状況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善等を背景に緩やかな回復基調で推移したもの

の、世界的な貿易摩擦や金融資本市場の変動等の影響が懸念され、先行きは依然として不透明な状況が続いており

ます。

　当社グループを取り巻く受託臨床検査市場では、診療報酬の改定の影響に加え、同業他社間の競争が激化してお

り、厳しい事業環境が続いております。また、調剤薬局市場では、調剤報酬及び薬価の改定による影響が大きく、

より厳しい事業環境となっております。

　当社グループでは、このような事業環境のもと、臨床検査事業及び調剤薬局事業の収益力強化を図るとともに、

将来の事業環境の変化を見据えた事業展開を進めてまいりました。

　しかしながら、当連結会計年度においては、臨床検査事業での火災の影響及び調剤薬局事業での調剤報酬及び薬

価改定の影響が大きく、売上高は44,156百万円（前年同期比3.9％減）、営業利益は1,338百万円（同39.5％減）、

経常利益は1,632百万円（同31.6％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は653百万円（同61.5％減）となりまし

た。なお、総合研究所における火災発生に伴う損失として392百万円を特別損失に計上しております。

 

　セグメント別の業績は、次のとおりであります。

（臨床検査事業）

　臨床検査事業につきましては、臨床検査の受託検体数の伸び悩みや平成31年２月に発生した火災による総合研究

所の操業停止等の影響により、売上高は27,189百万円（前年同期2.1％減）、営業利益は634百万円（同35.2％減）

となりました。

（調剤薬局事業）

　調剤薬局事業につきましては、店舗数減少等の影響による処方箋枚数の減少や、平成30年４月に実施された調剤

報酬及び薬価の改定による処方箋単価の低下により、売上高は16,983百万円（前年同期比6.7％減）、営業利益は

881百万円（同37.2％減）となりました。

 

②財政状態の状況

　当社グループの当連結会計年度末における資産につきましては、前連結会計年度末に比べ532百万円減少し、

32,124百万円（前年同期末比1.6％減）となりました。

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ465百万円減少し、13,109百万円（同3.4％減）となりました。

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ67百万円減少し、19,014百万円（同0.4％減）となりました。

 

③キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における連結ベ－スの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ538百万円減少し、7,833百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は1,651百万円（前年同期は2,321百万円）となりました。これは主に、税金等調整

前当期純利益1,203百万円及び減価償却費807百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は1,345百万円（前年同期は615百万円）となりました。これは主に、有形固定資産

の取得による支出951百万円及び投資有価証券の取得による支出795百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は845百万円（前年同期は41百万円）となりました。これは主に、長期借入金の返

済による支出345百万円及び配当金の支払額526百万円によるものであります。
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④生産、受注及び販売の実績

ａ．生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

(自　平成30年４月１日
　至　平成31年３月31日)

前年同期比（％)

 　臨床検査事業（百万円） 27,174 97.9

 　調剤薬局事業（百万円） 16,982 93.3

合　計（百万円） 44,156 96.1

（注）１．金額は販売価額によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 

ｂ．受注実績

当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比（％)

 　臨床検査事業 27,239 97.6 402 119.2

 　調剤薬局事業 － － － －

　　　　　合　計 27,239 97.6 402 119.2

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 

ｃ．販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

(自　平成30年４月１日
　至　平成31年３月31日)

前年同期比（％)

 　臨床検査事業（百万円） 27,174 97.9

 　調剤薬局事業（百万円） 16,982 93.3

合　計（百万円） 44,156 96.1

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．主要な販売先（総販売実績に対する割合が10％以上）に該当するものはありません。
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(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

①重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表の作成にあたり採用している重要な会計方針は、「第５　経理の状況　１　連結財務

諸表等 （1）連結財務諸表　注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載されていると

おりであります。当社の連結財務諸表の作成において、損益又は資産の状況に影響を与える見積り及び判断は、過

去の実績やその時点で入手可能な情報に基づいた合理的と考えられるさまざまな要因を考慮したうえで行っており

ますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

　当社グループでは、見積り及び判断に影響を及ぼす重要な会計方針として以下のものがあると考えております。

　（子会社への投資に係る損失の計上）

　将来、子会社の財務状況が悪化した場合、のれんの償却期間及び評価の見直しなどにより損失を計上する可能

性があります。

　（退職給付費用）

　当社グループの従業員の退職給付に備えるための退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定されている割引

率、将来の給与水準、退職率等の前提条件に基づいて算出しております。実際の結果が前提条件と異なる場合、

又は前提条件が変更された場合、その影響は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、一般的には将

来期間において認識される費用及び債務に影響を与える可能性があります。

　（固定資産の減損損失）

　当社グループは、自社保有している固定資産の価値が将来大幅に下落した場合並びに店舗等の収益性が低下し

た場合、減損会計の適用により対象となる資産又は資産グループに対して、固定資産の減損処理が必要になる場

合があります。

 

②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

　ａ．経営成績の分析

（売上高）

　当社グループの当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度に比べ1,805百万円減少し、44,156百万円(前年同

期比3.9％減）となりました。臨床検査事業においては、平成31年２月に発生した火災の影響による総合研究所

の操業停止の結果、火災発生以降の受託検体数が大きく減少したこと等により減収となりました。また、調剤薬

局事業においても、平成30年４月に実施された調剤報酬及び薬価の改定による処方箋単価の低下等により減収と

なり、グループ全体の売上高は減収となりました。

（営業利益）

　営業利益は、前連結会計年度に比べ873百万円減少し、1,338百万円（同39.5％減）となりました。臨床検査事

業、調剤薬局事業ともに減収となった影響により、グループ全体の営業利益が減益となりました。

（経常利益）

　経常利益は、保険解約返戻金78百万円及び受取補償金80百万円の増加があったものの、営業利益の減少の影響

により、前連結会計年度に比べ753百万円減少し、1,632百万円（同31.6％減）となりました。

（親会社株主に帰属する当期純利益）

　親会社株主に帰属する当期純利益は、経常利益の減少に加え、総合研究所における火災発生に伴う損失として

392百万円を特別損失に計上したことにより、前連結会計年度に比べ1,043百万円減少し、653百万円（同61.5％

減）となりました。
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ｂ．経営成績に重要な影響を与える要因及びセグメントごとの経営成績の分析

　当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因としては、市場動向等があります。

　わが国では、高齢化社会の進展や医療費の増加、医療・情報技術の高度化を背景に、新たな医療制度・システ

ムの確立や医療費抑制に向けた取り組みが行われております。このような状況のもと、受託臨床検査市場は市場

の成熟化を受け、同業他社との競争激化により厳しい環境が続くことが見込まれております。また、調剤薬局市

場は、患者本位の医薬分業の実現に向けて、かかりつけ薬剤師・薬局としての役割・機能が求められるなか、平

成30年４月に実施された調剤報酬及び薬価の改定に加え、令和元年10月に予定される消費税率の改定により、一

層厳しい状況になることが予想されております。

　当社グループでは、このような事業環境のもと、臨床検査事業及び調剤薬局事業の収益力強化を図るととも

に、将来の事業環境の変化を見据えた事業展開を進めてまいりました。

　セグメント別の業績は、次のとおりであります。

（臨床検査事業）

　臨床検査事業につきましては、売上拡大に向け、大都市圏を重点地域とした新規顧客の獲得に取り組みまし

た。また、クラウド型電子カルテ「ＨＡＹＡＴＥ／ＮＥＯ」の販売を強化した結果、順調に売上を伸ばしまし

た。平成30年11月より製造・販売を開始した「ＭＳＩ検査キット（ＦＡＬＣＯ）」（※）の売上は、同検査キッ

トを用いた検査が平成30年12月１日より保険適用となったことにより、順調に推移しております。

　しかしながら、猛暑や豪雨・台風等の天候不順の影響により、臨床検査の受託検体数は伸び悩みました。加え

て、平成31年２月に発生した火災の影響による総合研究所の操業停止の結果、火災発生以降の受託検体数は大き

く減少しました。このため、臨床検査事業の売上高は27,189百万円（前年同期2.1％減）、営業利益は634百万円

（同35.2％減）となりました。

（※）局所進行性または転移性の高頻度マイクロサテライト不安定性（ＭＳＩ-Ｈｉｇｈ）癌に対する効能・効

果について、抗ＰＤ-１抗体キイトルーダ®（一般名：ペムブロリズマブ）の適応を判定するための体外診断

用医薬品で、世界で初めての癌腫横断的なコンパニオン診断薬。

（調剤薬局事業）

　調剤薬局事業につきましては、堅実な店舗運営を推進しつつ、既存店舗の処方箋応需の拡大及び店舗運営の効

率化に取り組んでまいりました。また、かかりつけ薬剤師・薬局として求められる役割・機能を果たすととも

に、高齢者施設及び在宅を中心とした地域医療との連携を進めてまいりました。

　当連結会計年度において、１店舗を開局、２店舗を閉局したことにより１店舗減少したことにより、当連結会

計年度末における当社グループが運営する調剤薬局店舗総数は110店舗（フランチャイズ店５店舗含む）となり

ました。

　店舗数減少等の影響による処方箋枚数の減少や、平成30年４月に実施された調剤報酬及び薬価の改定による処

方箋単価の低下により、調剤薬局事業の売上高は16,983百万円（前年同期比6.7％減）、営業利益は881百万円

（同37.2％減）となりました。

 

ｃ．財政状態の分析

（資産）

　当社グループの当連結会計年度末における資産につきましては、前連結会計年度末に比べ532百万円減少し、

32,124百万円（前年同期末比1.6％減）となりました。流動資産は、主に売上債権が減少したことにより、前連

結会計年度末に比べ535百万円減少し、17,318百万円(同3.0％減）となりました。固定資産は、主に有形固定資

産や無形固定資産が増加したものの、一方で保険積立金をはじめとした投資その他の資産が減少したことによ

り、前連結会計年度末に比べ２百万円増加し、14,805百万円(同0.0％増）となりました。

（負債）

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ465百万円減少し、13,109百万円（同3.4％減）となりました。

流動負債は、主に仕入債務が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ169百万円減少し、9,693百万円（同

1.7％減）となりました。固定負債は、主に長期借入金及び繰延税金負債が減少したことにより、前連結会計年

度末に比べ296百万円減少し、3,415百万円（同8.0％減）となりました。

（純資産）

　純資産につきましては、主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加及び剰余金の配

当及びその他投資有価証券評価差額金の減少により、前連結会計年度末に比べ67百万円減少し、19,014百万円

（同0.4％減）となりました。この結果、自己資本比率は58.9％（前連結会計年度末は58.2％）となりました。

 

ｄ．キャッシュ・フローの分析

　当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1）経営成績等の状況の概要　③キャッ

シュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
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ｅ．資本の財源及び資金の流動性

　当社グループの運転資金需要の主なものは、臨床検査事業における検査試薬や調剤薬局事業における医薬品の

購入費のほか、各事業における人件費や製造・販売経費等があります。また、設備投資需要としては、臨床検査

事業の検査設備や調剤薬局事業の店舗設備等があります。

　当社グループでは事業活動に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金の活用及び金融機関からの借入れ

により資金調達を行っており、当社においてグループ全体の運転資金及び設備資金を一元管理しております。

　運転資金は内部資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等で資金が不足する場合には、

主に金融機関からの長期借入により資金調達を行っております。当連結会計年度末現在において予定されている

臨床検査事業の事務所建物・検査機器等や調剤薬局事業の店舗設備等の設備投資については、自己資金及び借入

金を充当する予定です。

　なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は2,512百万円となっており

ます。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は7,833百万円となっております。

 

ｆ．経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当社グループでは、バランスシート重視の経営を行っており、資産効率性の状況を判断するための指標とし

て、株主資本利益率（ＲＯＥ）を主な経営指標としております。株主資本利益率（ＲＯＥ）につきましては、中

長期的には９％以上を目標としております。当連結会計年度の株主資本利益率（ＲＯＥ）は、平成31年２月に発

生した火災による総合研究所の操業停止等の影響や平成30年４月に実施された調剤報酬及び薬価の改定による処

方箋単価の低下の影響等により、3.4％（前年同期比5.9ポイント低下）となりました。

 

４【経営上の重要な契約等】

業務・資本提携契約
 

契約会社名 相手方の名称 契約締結日 契約内容

株式会社ファルコ

ホールディングス

(当社)

株式会社ＯＤＫ

ソリューションズ
平成28年８月５日

業務提携

１．ＩＴシステムに係る業務の委託

２．ＩＴシステム開発における協力

３．協業サービスの商品企画

４．協業サービスの提供実現に向けた

システム開発及び導入

５．協業サービスの共同営業展開

資本提携

株式の相互保有

 

５【研究開発活動】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ファルコホールディングス(E04982)

有価証券報告書

16/83



第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

 当連結会計年度において、当社グループでは1,371百万円の設備投資を実施しました。

　臨床検査事業においては、主に検査体制の整備・充実のため、検査機器及びシステム関連機器・ソフトウェア等に

570百万円の設備投資を実施しました。

　調剤薬局事業においては、主に調剤薬局店舗の設備の整備・充実のため、店舗設備及び調剤機器等に184百万円の

設備投資を実施しました。

　その他に、大阪地区の営業拠点や検査施設等の整備・充実のため、大阪事業所の土地に184百万円の設備投資を実

施しました。

 

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社

平成31年３月31日現在
 

事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額
従業員数
（人）

建物及び
構築物

（百万円）

工具器具
備品

（百万円）

土地
（百万円）
(面積㎡)

リース
資産

（百万円）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

本社（京都市中京区） 全社(共通) 事 務 所 用 450 10
340

(493)
－ 10 810 4

　（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、ソフトウェアであり、建設仮勘定は含んでおりません。

２．金額には、消費税等を含めておりません。

 

(2）子会社

平成31年３月31日現在
 

会社名
事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）

建物及び
構築物
(百万円)
[百万円]

工具器具
備品

(百万円)

土地
(百万円)
[百万円]
<百万円>
(面積㎡)

リース
資産

(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

㈱ファルコバイ

オシステムズ

総合研究所

(京都府久世郡

 久御山町)

臨床検査事業
臨床検査機器

事 務 所 用

34

[578]
68

[1,716]

(12,813)
－ 16 120 288

㈱ファルコバイ

オシステムズ

東海中央研究所・

名古屋第一営業所

(名古屋市守山区)

臨床検査事業
臨床検査機器

事 務 所 用

11

[340]
50 － － 15 77 193

㈱ファルコバイ

オシステムズ

大阪事業所

(大阪市中央区)
臨床検査事業

臨床検査機器

事 務 所 用

3

[259]
19

[493]

(397)
－ 4 27 119

㈱ファルコ

ファーマシーズ

ファルコおとわ薬

局他

(京都市山科区他)

調剤薬局事業 薬局店舗用 232 67
180

(910)

 
4

 

0 486 175

チューリップ調

剤㈱

チューリップ牛島

薬局他

(富山県富山市他)

調剤薬局事業 薬局店舗用
338

<34>
82

208

<74>

(4,856)

1 2 632 233

　（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、ソフトウェアであり、建設仮勘定は含んでおりません。

２．金額には、消費税等を含めておりません。

３．上記中[　]書は、提出会社から賃借しているものであります。

４．上記中<　>書は、関係会社から賃借しているものであります。
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３【設備の新設、除却等の計画】

　当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率などを総合的に勘案して策定しております。

設備計画は、原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、策定にあたっては、提出会社を中心に調整を図っ

ております。

　なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修計画は次のとおりであります。

(1）重要な設備の新設及び改修

会社名
事業所名

所在地
セグメント
の名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定年月
完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着　手 完　了

㈱ファルコバイオシステ

ムズ総合研究所
京都府久世郡 臨床検査事業

事務所建物

（注）１
661 267 自己資金 平成30年８月 令和元年７月  

㈱ファルコバイオシステ

ムズ総合研究所
京都府久世郡 臨床検査事業 検査機器等 650 3

自己資金

及びリー

ス

平成31年３月 令和２年３月 （注）２

㈱ファルコバイオシステ

ムズ岡山研究所
岡山市南区 臨床検査事業 検査機器等 260 144

自己資金

及びリー

ス

平成31年２月 令和２年３月 （注）２

㈱ファルコバイオシステ

ムズ東海中央研究所

名古屋市守山

区
臨床検査事業 検査機器等 400 5

自己資金

及びリー

ス

平成31年２月 令和２年１月 （注）２

チューリップ調剤㈱
富山県富山市

牛島町
調剤薬局事業 調剤薬局店舗 26 17 自己資金 平成31年１月 令和元年５月  

　（注）１．提出会社が取得し、㈱ファルコバイオシステムズが提出会社から賃借する予定であります。

２．計画完成後の生産能力は、当連結会計年度末とほぼ同程度の見込みであります。

３．上記の金額には、消費税等を含めておりません。

４．上記の投資予定額については、有形固定資産、無形固定資産及びリース契約による取得価額が含まれており

ます。

 

(2）重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 
②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成31年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（令和元年６月21日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 11,280,177 11,280,177
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 11,280,177 11,280,177 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 

　第１回新株予約権

決議年月日 平成29年２月10日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社子会社の取締役　９

新株予約権の数（個） ※ 135

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）※
普通株式　13,500　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ １

新株予約権の行使期間 ※ 自　平成29年２月28日　至　令和19年２月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円） ※

発行価格　1,166

資本組入額　（注）２

新株予約権の行使の条件 ※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会

の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項 ※
（注）４

　※　当事業年度の末日（平成31年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（令和元年５月31

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在にかか

る記載を省略しております。

（注）１．新株予約権の目的となる株式の数に関する事項

　新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」といいます。）は、１個当たり100株とします。

　ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」といいます。）後、当社が当社普通株式につき、株式

分割（当社普通株式の無償割当を含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合に

は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数

を次の計算により調整するものとします。

　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

　また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会

において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。

　なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
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２．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これ

を切り上げるものとします。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等

増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

３．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」といいます。）は、当社及び当社グループ会社の

いずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権の行使期間内において、新株予約権を行使できるものとし

ます。

(2) 上記(1)にかかわらず、当社株式を対象とする公開買付けについて公開買付者から公開買付届出書が提出さ

れた場合及び以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会で承認された場合）は、当該日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるも

のとします。ただし、（注）４に記載の組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予

約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとします。

イ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認

を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

(3) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を行使することができるものとします。

(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところにより

ます。

４．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限ります。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限りま

す。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」といいます。）をする場合において、組織再編成行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交

換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいます。）を保有する新株予約権者に対し、それ

ぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」と

いいます。）の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新

株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式

移転計画において定めた場合に限ります。

①　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

②　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とします。

③　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、（注）１に準じて決定します。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記

③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

します。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる

再編成対象会社の株式１株当たり１円とします。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅

い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

（注）２に準じて決定します。
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⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとし

ます。

⑧　新株予約権の行使条件

（注）３に準じて決定します。

⑨　新株予約権の取得条項

以下の「新株予約権の取得条項」に準じて決定します。

新株予約権者が権利行使をする前に、（注）３の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を

行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得す

ることができるものとします。

 

　第２回新株予約権、第３回新株予約権

決議年月日 平成29年９月26日 平成30年８月７日

付与対象者の区分及び人数

（名）
当社子会社の取締役　９ 当社子会社の取締役　９

新株予約権の数（個） ※ 363 245

新株予約権の目的となる株式

の種類、内容及び数

（株） ※

普通株式　36,300　（注）１ 普通株式　24,500　（注）１

新株予約権の行使時の払込金

額（円） ※
１ １

新株予約権の行使期間 ※
自　平成29年10月12日

至　令和19年10月11日

自　平成30年８月23日

至　令和20年８月22日

新株予約権の行使により株式

を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額 ※

発行価格　1,334円

資本組入額　（注）２

発行価格　1,404円

資本組入額　（注）２

新株予約権の行使の条件 ※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事

項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものと

する。

組織再編成行為に伴う新株予

約権の交付に関する事項 ※
（注）４

　※　当事業年度の末日（平成31年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（令和元年５月31

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在にかか

る記載を省略しております。

（注）１．新株予約権の目的となる株式の数に関する事項

　新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」といいます。）は、１個当たり100株とします。

　ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」といいます。）後、当社が当社普通株式につき、株式

分割（当社普通株式の無償割当を含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合に

は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数

を次の計算により調整するものとします。

　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

　また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会

において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。

　なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これ

を切り上げるものとします。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等

増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

３．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」といいます。）は、当社及び当社グループ会社の

いずれの地位をも喪失した日の翌日から10年に限り（ただし、新株予約権の行使期間内とする。）、新株予約

権を行使できるものとします。
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(2) 上記(1)にかかわらず、当社株式を対象とする公開買付けについて公開買付者から公開買付届出書が提出さ

れた場合及び以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会で承認された場合）は、当該日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるも

のとします。ただし、（注）４に記載の組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予

約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとします。

イ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認

を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

(3) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を行使することができるものとします。

(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところにより

ます。

４．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限ります。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限りま

す。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」といいます。）をする場合において、組織再編成行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分

割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交

換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいます。）を保有する新株予約権者に対し、それ

ぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」と

いいます。）の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新

株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式

移転計画において定めた場合に限ります。

①　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

②　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とします。

③　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、（注）１に準じて決定します。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記

③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

します。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる

再編成対象会社の株式１株当たり１円とします。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅

い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

（注）２に準じて決定します。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとし

ます。

⑧　新株予約権の行使条件

（注）３に準じて決定します。

⑨　新株予約権の取得条項

以下の「新株予約権の取得条項」に準じて決定します。

新株予約権者が権利行使をする前に、（注）３の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を

行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得す

ることができるものとします。
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②【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高

（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

平成27年４月１日

　（注）
△1,000,000 11,280,177 － 3,371 － 3,208

　（注）自己株式の消却による減少であります。

 

（５）【所有者別状況】

       平成31年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他
の法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 27 23 139 84 24 14,040 14,337 －

所有株式数

（単元）
－ 26,340 1,707 27,882 8,154 24 48,433 112,540 26,177

所有株式数の

割合（％）
－ 23.41 1.52 24.78 7.25 0.02 43.04 100.000 －

　（注）１．自己株式54,455株は、「個人その他」に544単元、「単元未満株式の状況」に55株含まれております。

２．信託型従業員持株インセンティブ・プランにより、野村信託銀行株式会社（ファルコホールディングス従業

員持株会専用信託口）が所有する当社株式260,000株は、「金融機関」に2,600単元含まれております。

３．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が９単元含まれております。
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（６）【大株主の状況】

  平成31年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

株式会社京都銀行 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地 531 4.74

ファルコホールディングス従業

員持株会
京都市中京区河原町通二条上る清水町346番地 459 4.09

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 315 2.81

株式会社ビー・エム・エル 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目21番３号 314 2.80

株式会社光通信 豊島区西池袋１丁目４番10号 279 2.49

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社(信託口)
東京都港区浜松町２丁目11番３号 277 2.47

赤澤　寛治 大阪府枚方市 267 2.39

野村信託銀行株式会社(ファルコ

ホールディングス従業員持株会

専用信託口)

東京都千代田区大手町２丁目２番２号 260 2.32

株式会社ホルスクリエーション

ズアカザワ
大阪府枚方市香里ヶ丘６丁目１番10号 252 2.24

平﨑　健治郎 大阪府枚方市 240 2.15

計 － 3,199 28.50

　（注）　平成31年３月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社三菱ＵＦＪ

銀行及びその共同保有者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社、三菱ＵＦＪモルガ

ン・スタンレー証券株式会社が平成31年３月11日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されている

ものの、株式会社三菱ＵＦＪ銀行を除き、当社として平成31年３月31日現在における実質所有株式数の確認がで

きませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

(％)

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 315 2.80

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 201 1.78

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目12番１号 38 0.34

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社
東京都千代田区丸の内２丁目５番２号 162 1.44

計 － 718 6.37
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    平成31年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 54,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 11,199,600 111,996 －

単元未満株式 普通株式 26,177 － －

発行済株式総数  11,280,177 － －

総株主の議決権  － 111,996 －

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式900株（議決権の数９個）が含まれ

ております。

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、信託型従業員持株インセンティブ・プランにより、野村信託銀行

株式会社（ファルコホールディングス従業員持株会専用信託口）が所有する当社株式260,000株（議決権の数

2,600個）が含まれております。

３．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式55株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    平成31年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社ファルコホー

ルディングス

京都市中京区河原町通

二条上る清水町346番地
54,400 － 54,400 0.48

計 － 54,400 － 54,400 0.48

（注）上記には、信託型従業員持株インセンティブ・プランにより、野村信託銀行株式会社（ファルコホールディングス

従業員持株会専用信託口）が所有する当社株式260,000株を含めておりません。

 

（８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

①　役員・従業員株式所有制度の概要

　当社は、従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主

としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社の恒常的な発展を促すことを目的として、平成29年

９月より「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」を導入しております。

　本プランは、「ファルコホールディングス従業員持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入するすべ

ての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「ファルコホールディ

ングス従業員持株会専用信託」（以下、「従持信託」といいます。）を設定し、従持信託は、今後５年間にわた

り持株会が取得すると見込まれる規模の当社株式を、取引先金融機関からの借入金を原資として当社からの第三

者割当によって予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われると

ともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産

として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に

対し保証をしているため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点におい

て従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、当社が当該残債を弁済することになります。

②　役員・従業員持株会に取得させる予定の株式の総数

　356,000株

③　当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

　受益者適格要件を充足する持株会会員
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２【自己株式の取得等の状況】

　【株式の種類等】 会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式

の取得
 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　　　　該当事項はありません。
 
（２）【取締役会決議による取得の状況】

 

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（令和元年５月10日）での決議状況
（取得期間　令和元年５月20日～令和元年10月31日）

450,000 800,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 － －

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) － －

当期間における取得自己株式 135,400 213,275,600

提出日現在の未行使割合(％) 69.9 73.3

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 511 935,571

当期間における取得自己株式 30 39,690

（注）当期間における取得自己株式には、令和元年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。
 
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式
－ － － －

その他
（ストックオプション行使によるもの）
（単元未満株主の売渡請求による売渡し）

6,100

70

8,521,700

97,790

－

－

－

－

保有自己株式数 54,455 － 189,885 －

（注）１．当期間における処理自己株式には、令和元年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

売渡しによる株式は含まれておりません。

２．当期間における保有自己株式には、令和元年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。

３．処理自己株式には、野村信託銀行株式会社（ファルコホールディングス従業員持株会専用信託口）からファ

ルコホールディングス従業員持株会への売渡しによる株式は含まれておりません。また、保有自己株式には、

野村信託銀行株式会社（ファルコホールディングス従業員持株会専用信託口）が所有する当社株式は含まれて

おりません。
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３【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、強固な経営基盤の確保と株主資本利

益率の向上に努めるとともに、安定的な配当を維持しながら、内部留保の充実、業績等に応じた適正な利益還元を行

うことを基本方針としております。

　また、連結業績に連動しつつ、配当の安定性とのバランスを鑑み、剰余金の配当に自己株式の取得その他還元策を

含め株主総還元額とし、連結純資産総還元率は３％程度を目標としております。

 当社は、中間（第２四半期末）配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

 これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間（第２四半期末）配当については取締役

会であります。

　当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり中間配当23円、期末配当23円とし、合わせて１株

当たり46円の配当を実施することを決定しました。

 内部留保資金につきましては、臨床検査事業におきましては検査設備の拡充や合理化のための設備投資に、調剤薬

局事業におきましては新規店舗への投資などに活用してまいります。

　当社は「取締役会の決議により、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質

権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
 

決議年月日
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

平成30年11月7日
258 23.00

取締役会決議

令和元年6月21日
258 23.00

定時株主総会決議
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社グループは、コーポレート・ガバナンスの目的を長期にわたる株主利益の増大と考えており、「経営の透明性

の確保と迅速・明確な意思決定」、「コンプライアンス経営の強化」、「株主への説明責任の充実」、「リスクマネ

ジメントの強化」及び「企業倫理の確立」の実行に全社を挙げて取り組んでおります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

　1) 企業統治体制の概要

 　　当社の取締役会は、代表取締役２名、取締役５名（うち２名は社外取締役）の計７名で構成されており、原則

として毎月１回開催しているほか、機動的に臨時取締役会を開催し、意思決定の迅速化を図っております。取締

役会では、付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、経営上の重要な事項を決定し、経営の適正化に

努めております。

 　　当社は監査役会設置会社であり、監査役会は３名（うち２名は社外監査役）で構成されております。監査役会

を原則として毎月１回開催しているほか、必要に応じて臨時監査役会を適宜開催し、監査体制の充実を図ること

で経営監督機能を高めております。

　　 また、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入し、取締役数の適正化により的確かつ迅速な経営判断

ができる体制を整えております。

　　 取締役会及び監査役会の構成員は次のとおりであります。（◎は議長を表す。）

役職 氏名 取締役会 監査役会

　代表取締役社長 　安田 忠史 ◎  

　代表取締役専務 　松原 宣正 ○  

　取締役 　大西 規和 ○  

　取締役 　河田 與一 ○  

　取締役 　郷田 哲夫 ○  

　社外取締役 　内藤 欣也 ○  

　社外取締役 　勝山 武彦 ○  

　監査役 　佐野 啓一  ◎

　社外監査役 　福井 啓介  ○

　社外監査役 　高坂 佳郁子  ○

　　 なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の模式図は、以下のとおりであります。

　平成31年２月26日開催の取締役会決議に基づき、中長期的な経営企画、総合研究所の再構築にあたり、平成

31年４月１日付で、事業開発室を経営企画室に変更いたしました。
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 2) 当該体制を採用する理由

　　 当社は、取締役会及び監査役会設置会社であり、提出日現在、取締役会は７名（うち２名は社外取締役）、監

査役会は３名（うち２名は社外監査役）で構成され、迅速・明確な意思決定を図り、経営の効率化を図りつつ、

その公正性・透明性の向上に努めております。

　　 また、監査役３名が取締役会に出席することにより、経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監視し

ており、経営の監視機能面では十分な体制が整っているものと判断しております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

 1) 内部統制システムの整備の状況

　　 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を決議し、

次のように整備しております。

　 ・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　 ⅰ) 当社は、ファルコホールディングスグループで働くすべての取締役及び使用人が、法令・定款を遵守し、

企業市民として社会に共感を得られる行動をとるため、「コンプライアンス規程」及び「ファルコ行動憲

章」を制定するとともに、その周知徹底を図っております。

　 ⅱ) コンプライアンスの重要な問題を審議するとともに、ファルコホールディングスグループ全社のコンプラ

イアンス体制の整備及びコンプライアンスの遵守・徹底を推進し、コンプライアンスへの取り組みを組織横

断的に統括するため、リスク管理委員会を設置しております。

　 ⅲ) 財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制を整備し、有効性を定期的に評価して、その評価

結果を取締役会に報告しております。

　 ⅳ) 「ファルコ行動憲章」の違反またはその恐れのある事実、法令上疑義のある行為等について使用人が直接

情報提供を行う手段として外部専門家窓口を含む相談・通報体制を活用し、コンプライアンスに係る問題の

早期発見を図っております。

　 ⅴ) 反社会的勢力に対し、毅然たる態度で臨み一切の関係をもたないことを「反社会的勢力に対する行動基

準、倫理方針」に定めるとともに、外部専門機関との連携を通じ、反社会的勢力からの不当要求に対処する

ための社内体制を整備しております。

　 ・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　 「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記

録し、保存しております。また、取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できる状態にあります。

　 ・損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　 ⅰ) 「総合リスク管理規程」に基づき、ファルコホールディングスグループ全体のリスクを組織横断的・統括

的に管理するリスク管理体制を整備・強化するため、リスク管理委員会を設置しております。

　 ⅱ) リスク管理委員会は、各部門担当取締役の業務及び各事業会社に係るリスク管理状況の把握及びリスク対

策状況の検証を行い、必要に応じて支援・提言を行うとともに、定期的に取締役に報告しております。

　 ・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　 ⅰ) 取締役会は、グループ戦略や資本政策を決定するとともに、グループ中期経営戦略、年度予算等を決議

し、定期的に進捗状況の把握及び是正を行っております。

　 ⅱ) 当社及び各事業会社の職務執行上の重要事項を報告、審議するため、必要に応じて代表取締役の諮問機関

を設置しております。

　 ⅲ) 各組織・役職等の役割・権限、所管事項を定め、意思決定及び業務執行を効率的かつ適正に行っておりま

す。

　 ・当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　 ⅰ) グループの経営戦略やグループ経営の根幹となる各種基本方針を事業会社に示すとともに、「事業会社管

理規程」を制定し、当社取締役会で承認する事項及び当社へ報告する事項を定め、この規程に基づき事業会

社の経営管理を行っております。

　 ⅱ) 内部監査部門は、コンプライアンス体制、リスク管理体制の監査を含め、当社及び各事業会社の内部監査

を実施し、その結果を取締役に報告するとともに、当該部署及び事業会社に対して業務の適正を確保する体

制構築のための指導、助言を行っております。

　 ⅲ) 当社及び各事業会社における内部統制報告制度の整備・運営を適正に図るため、当社に事務局を設置し

て、当社及び各事業会社間での内部統制に関する協議、情報の共用化、指示・要請の伝達等を効果的・効率

的に行っております。

　 ・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　 監査役の求めに応じて、会社使用人の中から補助使用人として監査補助の任に当たらせることとしておりま

す。
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　 ・監査役の補助使用人の取締役からの独立性及び当該補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　　 前記の補助使用人が兼任で監査役補助職務を担う場合、補助使用人は監査役補助職務に関し、取締役以下補

助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないものとしております。また、補助使用人の人事異動（異

動先を含む）、人事評価、懲戒処分等については監査役の事前同意を得た上で行っております。

　 ・取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制

　 ⅰ) 当社及び各事業会社の取締役及び使用人は、監査役会に対して、「当社及び各事業会社に重大な影響もし

くは損害を及ぼすおそれのある事項」、「毎月の経営状況として重要な事項」、「重大な法令・定款違

反」、「内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項」、「コンプライアンスに係る問題の相談・通報

窓口への通報状況とその内容」、「コンプライアンス上重要な事項」、「重要な訴訟・係争に関する事項」

を速やかに報告しております。

　 ⅱ) 監査役への報告を行った当社及び各事業会社の取締役及び使用人に対して、不利益な取扱いを行わないも

のとしております。

　 ・監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　 ⅰ) 当社及び各事業会社の取締役と監査役会の定期的な意見交換会を設けております。監査役会は独自に顧問

弁護士に委嘱し、特に専門性の高い法務・会計事項についてはより高い専門性を有する専門家に相談できる

機会を保障しております。

　 ⅱ)当社は、監査役の職務の執行について生じる費用等を負担するため、毎年度一定額の予算を設けておりま

す。

 2) 責任限定契約の内容の概要

　　 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、定款に定めた額の範囲内で

ある５百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、

当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに

限られます。

 3) 取締役の定数

　当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。

 4) 取締役選任の決議要件

　　 当社の取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席した株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の

選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 5) 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項

　 i) 自己の株式の取得

　　　 　当社は、機動的な資本政策を図るため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市

場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。

　 ⅱ) 中間配当の決定機関

　　　　 当社は、会社法第454条第５項の規定により、株主総会の決議によらず取締役会の決議により毎年９月30日

を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権

限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

　 ⅲ) 取締役及び監査役の責任免除

　　　　 当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１

項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役（取締役であった者、監査役であった者を含

む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定

めております。

 6) 株主総会の特別決議要件

　　 　当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議

は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の

２以上をもって行う旨を定款に定めております。
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（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　10.0％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

代表取締役社長

経営企画室長

安田 忠史 昭和33年８月９日生
 
平成７年２月 ㈱ファルコバイオシステムズ（現当社）入社

平成10年12月 当社経営企画部長

平成12年７月 当社経理部長

平成15年４月 当社経理部長(兼)経営企画室長

平成15年12月 当社取締役経理部長(兼)経営企画室長

平成17年10月 当社取締役経営企画室長

平成17年12月 当社常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発

本部長

平成18年９月 当社常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事

業本部長

平成19年９月 当社常務取締役企画管理本部長

平成20年１月 当社専務取締役企画管理本部長

平成22年３月 当社専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業

室長

平成22年８月 ㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長

平成25年６月 当社取締役戦略業務室長

平成27年６月 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役

平成27年６月 ㈱ファルコファーマシーズ代表取締役

平成27年６月 当社取締役副社長戦略業務室長

平成29年６月 当社代表取締役社長戦略業務室長

平成29年７月 当社代表取締役社長管理室長

平成30年６月 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長

平成30年６月 ㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長

（現任）

平成30年６月 当社代表取締役社長

平成31年４月 当社代表取締役社長(兼)経営企画室長（現任）

 

(注)５ 20

代表取締役専務

臨床事業室長

ファーマ事業室長

松原 宣正 昭和34年２月19日生
 
平成元年４月 ㈱関西医学検査センター（現当社）入社

平成20年９月 当社総務部長

平成22年４月 当社戦略業務室副室長

平成26年７月 当社執行役員戦略業務室副室長

平成27年６月 ㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長（現

任）

平成27年６月 当社取締役ファーマ事業室長

平成28年６月 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長

平成28年６月 チューリップ調剤㈱代表取締役

平成29年６月 当社常務取締役ファーマ事業室長(兼)事業開発

室長

平成30年６月 チューリップ調剤㈱代表取締役社長（現任）

平成30年６月 当社常務取締役ファーマ事業室長

平成31年４月 当社代表取締役専務(兼)ファーマ事業室長

令和元年５月 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長

（現任）

令和元年５月 当社代表取締役専務(兼)臨床事業室長(兼)

ファーマ事業室長（現任）
 

(注)５ 9
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

取締役

管理室長

経営企画室副室長

 

大西 規和 昭和41年８月20日生
 
平成24年１月 ㈱ファルコビジネスサポート入社

平成27年７月 ㈱ファルコビジネスサポート執行役員人事部長

平成29年６月 ㈱ファルコビジネスサポート取締役人事部長

平成29年７月 当社執行役員管理室副室長

平成30年６月 ㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長

（現任）

平成30年６月 当社取締役管理室長(兼)事業開発室長

平成31年４月 当社取締役管理室長(兼)経営企画室副室長（現

任）
 

(注)５ 1

取締役

臨床事業室副室長

経営企画室副室長

 

河田 與一 昭和37年３月30日生
 
平成４年11月 ㈱ファルコバイオシステムズ（現当社）入社

平成29年７月 ㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床検査

部長

平成30年６月 ㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床検査本

部長（現任）

平成30年６月 当社取締役臨床事業室副室長(兼)事業開発室副

室長

平成31年４月 当社取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副

室長（現任）
 

(注)５ 3

取締役

臨床事業室副室長

郷田 哲夫 昭和41年2月26日生
 
平成28年４月 ㈱ファルコバイオシステムズ入社

平成29年７月 ㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業

部長

平成29年10月 ㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業

本部長

平成30年７月 ㈱ファルコバイオシステムズ常務執行役員臨床

営業本部長（現任）

平成30年10月 当社臨床事業室副室長(理事)(兼)事業開発室副

室長(理事)

平成31年４月 当社臨床事業室副室長(理事)

令和元年６月 当社取締役臨床事業室副室長(現任)

 

(注)５ －

取締役 内藤 欣也 昭和30年11月24日生
 
昭和61年４月 弁護士登録（大阪弁護士会入会）

鎌倉法律事務所入所

平成２年４月 小寺・内藤法律事務所設立

平成11年３月 内藤法律事務所設立

平成16年２月 みずほパートナーズ法律事務所設立、代表

平成24年４月 大阪弁護士会副会長

平成26年４月 国立大学法人大阪大学非常勤監事

平成28年６月 上新電機㈱社外監査役

平成28年６月 当社取締役（現任）

平成29年３月 大阪市開発審査会委員（現任）

平成29年４月 内藤法律事務所設立、代表（現任）

平成29年６月 上新電機㈱社外取締役（現任）

 

(注)５ 1

取締役 勝山 武彦 昭和40年11月16日生
 
平成７年８月 公認会計士開業登録

平成７年10月 税理士堀三芳事務所入所　同公認会計士（現

任）

平成７年11月 税理士登録

平成19年12月 枚方市代表監査委員（現任）

平成28年６月 当社監査役

平成29年７月 大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員

平成30年６月 当社取締役（現任）

 

(注)５ 1
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

監査役

(常勤）

佐野 啓一 昭和34年３月24日生
 
昭和58年10月 ㈱関西医学検査センター（現当社）入社

平成22年１月 当社システムサービス部長

平成26年７月 ㈱ファルコバイオシステムズ執行役員ITシステ

ム統括部部長

平成27年６月 ㈱ファルコビジネスサポート取締役

平成27年７月 当社執行役員業務監理室長

平成28年６月 当社監査役（常勤）（現任）

 

(注)３ 9

監査役 福井 啓介 昭和21年２月２日生
 
昭和47年４月 弁護士登録（京都弁護士会入会）

昭和51年３月 福井法律事務所（現福井・稲田総合法律事務

所）設立、代表（現任）

平成８年４月 京都簡易裁判所民事調停委員

平成13年４月 京都弁護士会会長

平成13年４月 日本弁護士連合会常務理事

平成14年４月 日本弁護士連合会監事

平成15年７月 京都府人事委員会委員（現任）

平成21年４月 近畿弁護士会連合会理事長

平成21年４月 日本弁護士連合会監事

平成23年７月 京都府人事委員会委員長

平成28年６月 当社監査役（現任）

 

(注)３ 2

監査役 高坂 佳郁子 昭和51年９月20日生
 
平成14年10月 弁護士登録、色川法律事務所入所

平成21年１月 色川法律事務所パートナー（現任）

平成24年４月 同志社大学法科大学院嘱託講師

平成28年６月 日本山村硝子㈱社外監査役

平成29年６月 日本山村硝子㈱社外取締役（監査等委員）

（現任）

平成29年６月 アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役

（現任）

平成30年３月 東洋炭素㈱社外監査役（現任）

平成30年６月 当社監査役（現任）

 

(注)４ －

計 49

 
　（注）１．取締役内藤欣也及び勝山武彦は、社外取締役であります。

　　　　２．監査役福井啓介及び高坂佳郁子は、社外監査役であります。

　　　　３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．令和元年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　　　　６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査

役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数

（千株）

 永島 惠津子 昭和29年８月23生
 
昭和53年10月等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）

入所

昭和55年７月公認会計士附柴会計事務所入所

昭和57年８月公認会計士登録

昭和63年６月公認会計士永島会計事務所開設

平成20年４月監査法人ベリタス代表社員（現任）

平成27年６月ブルドックソース㈱社外監査役

平成28年６月ブルドックソース㈱社外取締役（監査等委員会）（現

任）
 

－
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②　社外役員の状況

　当社は社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。

　社外取締役の内藤欣也氏は、弁護士としての豊富な経験、法務に関する専門知識及び高い見識を有しているこ

とから、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監視できる人材として、当社の社外取締役として選任されており

ます。また、同氏は当社の株式を保有しております。同氏は他社の社外役員を兼任しておりますが、上記の他に

同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の勝山武彦氏は、公認会計士としての豊富な経験、財務及び会計に関する専門知識及び高い見識を

有していることから、企業財務を踏まえた客観的な視点で経営を監視できる人材として、当社の社外取締役とし

て選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。この他に同氏と当社との間に人的関係・

資本的関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の福井啓介氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることか

ら、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有し

ております。この他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の高坂佳郁子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることか

ら、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任して

おります。同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。

　当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定め

たものはありませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性を確保するため、一般株主と利

益相反が生じるおそれがなく、専門知識及び幅広い経験・見識等を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、

助言等の職務を適切に遂行し得る者を選任しております。
 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

　監査役と会計監査人の連携状況につきましては、期初に会計監査人より監査体制及び監査計画が当社監査役に

示され、法定監査終了後に会計監査人から当社監査役に監査結果報告が行われます。また、当社内部監査部門と

は、必要に応じて監査役と調整を行い、厳正な監査を実施しております。

 

（３）【監査の状況】

① 監査役監査の状況

　監査役会は３名（うち２名は社外監査役）で構成されております。監査役会を原則として毎月１回開催しているほ

か、必要に応じて臨時監査役会を適宜開催しております。

　また、監査役が取締役会へ出席し、取締役の職務執行の監督を強化するとともに、社内重要会議への出席、経営に

係る重要な決裁書類等の閲覧、取締役及び従業員からの営業報告の聴取などにより、グループ全体の業務及び財産を

調査しております。また、会計監査人と内部監査部門とは定期的に連絡会を設け、緊密な連携を保ち、合理的な監査

の実施に努めております。

　また、社外監査役２名は弁護士の資格を有しております。
 
② 内部監査の状況

 内部監査につきましては、社長直轄である業務監理室が、会社財産の保全並びに経営効率の向上に資することを目

的とし、当社及び事業会社のすべての部門を対象に、内部監査規程に基づいて、法令、定款、社内諸規程の遵守状況

を調査し、社長への報告並びに各部署への適切な指導を行っております。業務監理室の人員は５名でありますが、必

要に応じて監査役及び会計監査人と調整を行い、効率的な監査の実施に努めております。
 
③ 会計監査の状況

1)監査法人の名称

 　ＰｗＣ京都監査法人

2)業務を執行した公認会計士

 　高井 晶治

 　浦上 卓也

3)監査業務にかかる補助者の構成

　　公認会計士　　　　　　　５名

　　公認会計士試験合格者等　１名

　　その他　　　　　　　　　９名

4)監査法人の選定方針と理由

　当社は、会計監査人の選定方針について、公益社団法人 日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定

基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人候補を総合的に評価し、会計監査人を選定

しております。

5)監査役及び監査役会による監査法人の評価

　当社の監査役会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査役会は、監査法人と緊密なコミュニケー

ションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能

し、監査品質に相対的優位性があるものと判断しております。
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④監査報酬の内容等

　1)監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 40 － 39 －

連結子会社 － － － －

計 40 － 39 －

　2)監査公認会計士等と同一ネットワーク（ＰｗＣ）に属する組織に対する報酬（④の1）を除く）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 － － － －

連結子会社 － － － －

計 － － － －

　3）その他重要な報酬の内容

　（前連結会計年度）

該当事項はありません。

　（当連結会計年度）

該当事項はありません。

　4)監査報酬の決定方針

　監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検

証を行ったうえで決定しております。

　5)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　当社の監査役会は、監査方法及び監査内容など確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第

399条第１項及び第２項の同意を行っております。

 
 

（４）【役員の報酬等】

　　① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

　当社の役員の報酬等は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、取締役会にて、役員報酬基準に基づき、グ

ループ連結業績、事業会社業績、各取締役の中長期的な業績貢献などを協議し、代表取締役社長が決定しておりま

す。

　また、平成22年６月22日開催の第23回定時株主総会での決議により、取締役の報酬限度額は年額400百万円以内

（ただし、使用人分給与は含まない）、監査役の報酬額は年額55百万円以内としております。

　なお、当社子会社の取締役を兼任する者については、当該子会社の報酬の一部として株式報酬型ストックオプ

ションを付与しております。

 

　　② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

　取締役
（社外取締役を除く）

91 91 － － 6

　監査役
（社外監査役を除く）

15 15 － － 1

社外役員 19 19 － － 4

 

　　③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

　　　 連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

　　④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

　　　 該当事項はありません。
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（５）【株式の保有状況】

　　　① 投資株式の区分の基準及び考え方

　当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式

の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式と

し、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
 
　　　② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

1) 当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携など経営戦略の一環として、また、

取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を政策保

有株式として保有しています。また、個別の政策保有株式について定期的に精査を実施し、保有の妥当性につい

て検証しています。
 

2) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 10 1,976
 
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 － － －
 
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 － －
 
　　　3) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

㈱三菱ＵＦＪフィナン

シャル・グループ

1,300,020 1,300,020
　取引関係の強化 有

715 906

㈱ＯＤＫソリューション

ズ

850,000 850,000
　取引関係の強化 有

428 445

㈱京都銀行
50,010 50,010

　取引関係の強化 有
231 297

㈱松風
166,500 166,500

　友好関係の維持 有
212 239

ナカバヤシ㈱
160,200 160,200

　取引関係の強化 有
85 98

㈱ＳＣＲＥＥＮホール

ディングス

18,000 18,000
　友好関係の維持 有

80 175

㈱中央倉庫
78,000 78,000

　取引関係の強化 有
78 87

㈱ニイタカ
42,900 42,900

　取引関係の強化 有
64 77

㈱たけびし
30,000 30,000

　取引関係の強化 有
42 51

岩井コスモホールディン

グス㈱

30,000 30,000
　取引関係の強化 有

37 41

（注）定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有目的、経済合理性、取引状況等により
検証しております。
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　　　③ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び

に　　　 当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 － － － －

非上場株式以外の株式 5 848 5 341

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額（百万円）

売却損益の
合計額（百万円）

評価損益の
合計額（百万円）

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 19 27 △27
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に

基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成30年４月１日から平成31年３月31

日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣ京

都監査法人による監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会

計基準機構へ加入し、各セミナー等へ参加しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当連結会計年度

(平成31年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,391 7,843

受取手形及び売掛金 6,869 6,301

商品及び製品 904 1,116

仕掛品 92 77

原材料及び貯蔵品 403 385

その他 1,198 1,603

貸倒引当金 △7 △9

流動資産合計 17,853 17,318

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,253 8,526

減価償却累計額 △5,666 △5,056

建物及び構築物（純額） 3,587 3,469

工具、器具及び備品 7,096 5,791

減価償却累計額 △6,284 △5,018

工具、器具及び備品（純額） 812 773

土地 4,589 4,750

リース資産 507 507

減価償却累計額 △445 △468

リース資産（純額） 61 39

建設仮勘定 10 308

その他 0 0

減価償却累計額 △0 △0

その他（純額） 0 0

有形固定資産合計 9,060 9,341

無形固定資産   

のれん 42 91

ソフトウエア 261 432

その他 230 92

無形固定資産合計 533 616

投資その他の資産   

投資有価証券 2,794 2,863

繰延税金資産 1,049 1,002

その他 1,374 1,005

貸倒引当金 △9 △23

投資その他の資産合計 5,209 4,847

固定資産合計 14,803 14,805

資産合計 32,656 32,124
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当連結会計年度

(平成31年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,685 4,389

短期借入金 1,925 1,900

1年内返済予定の長期借入金 218 20

リース債務 62 56

未払金 894 1,154

未払法人税等 476 123

賞与引当金 568 557

その他 1,032 1,490

流動負債合計 9,863 9,693

固定負債   

長期借入金 550 403

リース債務 182 132

繰延税金負債 213 67

役員退職慰労引当金 167 188

退職給付に係る負債 1,956 1,958

資産除去債務 139 152

その他 502 513

固定負債合計 3,711 3,415

負債合計 13,575 13,109

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,371 3,371

資本剰余金 3,391 3,391

利益剰余金 12,360 12,486

自己株式 △616 △499

株主資本合計 18,506 18,749

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 505 166

その他の包括利益累計額合計 505 166

新株予約権 69 98

純資産合計 19,081 19,014

負債純資産合計 32,656 32,124
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　平成29年４月１日
　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成30年４月１日
　至　平成31年３月31日)

売上高 45,962 44,156

売上原価 32,279 31,382

売上総利益 13,683 12,774

販売費及び一般管理費 ※１ 11,472 ※１ 11,436

営業利益 2,211 1,338

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 73 74

保険解約返戻金 － 78

受取補償金 － 80

その他 127 89

営業外収益合計 202 323

営業外費用   

支払利息 11 9

支払手数料 5 5

保険解約損 － 6

会員権償却 － 3

その他 11 3

営業外費用合計 27 29

経常利益 2,385 1,632

特別利益   

投資有価証券売却益 283 29

事業譲渡益 14 7

特別利益合計 298 37

特別損失   

固定資産除却損 ※２ 18 ※２ 24

投資有価証券売却損 2 －

減損損失 ※３ 4 ※３ 48

火災損失 － ※４ 392

特別損失合計 25 465

税金等調整前当期純利益 2,658 1,203

法人税、住民税及び事業税 873 501

法人税等調整額 86 48

法人税等合計 960 550

当期純利益 1,697 653

親会社株主に帰属する当期純利益 1,697 653

 

【連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成29年４月１日
　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成30年４月１日
　至　平成31年３月31日)

当期純利益 1,697 653

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 66 △338

その他の包括利益合計 ※ 66 ※ △338

包括利益 1,764 314

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,764 314
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,371 3,307 11,108 △579 17,208

当期変動額      

剰余金の配当   △228  △228

剰余金の配当（中間配当）   △217  △217

親会社株主に帰属する当期
純利益   1,697  1,697

自己株式の取得    △580 △580

自己株式の処分  84  542 626

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － 84 1,251 △37 1,298

当期末残高 3,371 3,391 12,360 △616 18,506

 

     

 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
 

その他有価証券評価
差額金

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 438 438 17 17,664

当期変動額     

剰余金の配当    △228

剰余金の配当（中間配当）    △217

親会社株主に帰属する当期
純利益    1,697

自己株式の取得    △580

自己株式の処分    626

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

66 66 52 119

当期変動額合計 66 66 52 1,417

当期末残高 505 505 69 19,081
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当連結会計年度（自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,371 3,391 12,360 △616 18,506

当期変動額      

剰余金の配当   △269  △269

剰余金の配当（中間配当）   △258  △258

親会社株主に帰属する当期
純利益   653  653

自己株式の取得    △0 △0

自己株式の処分  △0  118 117

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － △0 126 117 242

当期末残高 3,371 3,391 12,486 △499 18,749

 

     

 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
 

その他有価証券評価
差額金

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 505 505 69 19,081

当期変動額     

剰余金の配当    △269

剰余金の配当（中間配当）    △258

親会社株主に帰属する当期
純利益    653

自己株式の取得    △0

自己株式の処分    117

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△338 △338 28 △309

当期変動額合計 △338 △338 28 △67

当期末残高 166 166 98 19,014
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　平成29年４月１日
　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成30年４月１日
　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,658 1,203

減価償却費 861 807

減損損失 4 48

のれん償却額 17 20

火災損失 － 392

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 38 2

受取利息及び受取配当金 △74 △75

支払利息 11 9

受取補償金 － △80

固定資産除却損 18 24

事業譲渡損益（△は益） △14 △7

投資有価証券売却損益（△は益） △281 △29

売上債権の増減額（△は増加） △340 652

たな卸資産の増減額（△は増加） 211 △178

仕入債務の増減額（△は減少） △130 △323

その他 118 △29

小計 3,091 2,451

利息及び配当金の受取額 74 75

利息の支払額 △11 △9

火災による支出額 － △94

補償金の受取額 － 80

法人税等の支払額 △832 △853

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,321 1,651

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 10

有形固定資産の取得による支出 △539 △951

有形固定資産の売却による収入 0 －

無形固定資産の取得による支出 △366 △236

事業譲渡による収入 15 20

事業譲受による支出 － △70

投資有価証券の取得による支出 △1,330 △795

投資有価証券の売却による収入 1,672 269

保険積立金の解約による収入 5 463

その他 △72 △54

投資活動によるキャッシュ・フロー △615 △1,345

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 125 △25

長期借入れによる収入 580 －

長期借入金の返済による支出 △263 △345

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △87 △62

配当金の支払額 △445 △526

自己株式の取得による支出 △580 △0

自己株式の売却による収入 629 115

その他 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △41 △845

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,662 △538

現金及び現金同等物の期首残高 6,709 8,371

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 8,371 ※ 7,833
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数 5社

主要な連結子会社の名称

㈱ファルコバイオシステムズ

㈱アテスト

㈱ファルコファーマシーズ

チューリップ調剤㈱

㈱ファルコビジネスサポート

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

３．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しております。

時価のないもの

 移動平均法による原価法を採用しております。

　なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて、入手可能な最近の決算

書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

② たな卸資産

商品

　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

　主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

　平成19年３月31日以前に取得したものは旧定率法により償却しております。ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除く）については、旧定額法を採用しております。

　平成19年４月１日以降に取得したものは定率法により償却しております。ただし、建物（建物附属設備を除

く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま

す。

　事業用定期借地権契約による借地上の建物については、残存価額を零とし、契約残年数を基準とした定額法

を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物及び構築物　10～65年

　工具器具備品　　２～20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法により償却しております。

　市場販売目的のソフトウェアについては、販売可能な見込有効期間（３年）に基づく定額法を採用しており

ます。

　自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

③ リース資産

　リース資産については、リース契約期間に基づくリース期間定額法により償却しております。

④ 長期前払費用

　支出の効果の及ぶ期間で均等償却しております。
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(3）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 役員退職慰労引当金

　連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4）退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に

基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生した連結会計年度において一括で費用処理しております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5）のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、５年間から20年間の均等償却を行っております。

(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　なお、たな卸資産に係る控除対象外消費税等については、当連結会計年度の費用として処理しております。

 

（未適用の会計基準等）

１．収益認識に関する会計基準等

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日　企業会計基準委員会）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日　企業会計

基準委員会）

 

(1）概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括

的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15

号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年１月１日以後開始する事業年度か

ら、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準

委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので

す。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号

と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り

入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に

配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ

ております。

 

(2）適用予定日

令和４年３月期の期首から適用します。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中

であります。

 

２．企業結合に関する会計基準等
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・「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成31年１月16日　企業会計基準委員会）

・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成31

年１月16日　企業会計基準委員会）

 
(1）概要

「企業結合に関する会計基準」等は、企業会計基準委員会において基準諮問会議からの、企業会計基準

第21号「企業結合に関する会計基準」に係る条件付取得対価に関連して対価の一部が返還される場合の取

扱いについて検討を求める提言等を踏まえ、企業会計基準委員会で審議が行われ改正されたものです。

主な改正内容として、「企業結合に関する会計基準」において、「条件付取得対価」の定義に「返還さ

れる取得対価」が追加されるとともに、「対価が返還される条件付取得対価」の会計処理が追加されまし

た。

また、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（以下「結合分離適用指針」と

いう。）の記載内容が改正されたことに伴い、結合当事企業の株主に係る会計処理に関する結合分離適用

指針の記載について、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日）と記

載内容の整合性を図るための改正が行われるとともに、分割型会社分割が非適格組織再編となり、分割期

日が分離元企業の期首である場合の分離元企業における税効果会計の取扱いについて、平成22年度税制改

正において分割型会社分割のみなし事業年度が廃止されていることから、関連する定めが削除されまし

た。
 

(2）適用予定日

令和２年３月期の期首以後実施される組織再編から適用します。
 

(3）当該会計基準等の適用による影響

「企業結合に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定

であります。
 

（表示方法の変更）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当連結会計年度

の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示

する方法に変更しております。

　この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」279百万円は、

「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,049百万円に含めて表示しております。

 

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「受取手数料」及び「指導料収入」は、金額的重要性が

乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を

反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取手数料」に表示していた30

百万円及び「指導料収入」に表示していた22百万円は、「その他」として組み替えております。

　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「為替差損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当

連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連

結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「為替差損」に表示していた７百

万円は、「その他」として組み替えております。
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（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　当社は、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。

　(1) 取引の概要

　　当社は、従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び

株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社の恒常的な発展を促すことを目的として、

平成29年９月より「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」を導入しております。

　　本プランは、「ファルコホールディングス従業員持株会」（以下、「持株会」という。）に加入するすべ

ての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「ファルコホール

ディングス従業員持株会専用信託」（以下、「従持信託」という。）を設定し、従持信託は、信託設定後５

年間にわたり持株会が取得すると見込まれる規模の当社株式を、取引先金融機関からの借入金を原資として

当社からの第三者割当によって予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式

の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式

売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。

　　なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落に

より従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借

入金残債がある場合は、当社が当該残債を弁済することになります。

　(2) 信託に残存する自社の株式

　　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度423百万円、260,000

株であります。

　(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

　　当連結会計年度403百万円

 

（連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成29年４月１日
　　至　平成30年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成30年４月１日

　　至　平成31年３月31日）

運送費 252百万円 256百万円

貸倒引当金繰入額 0 19

役員報酬 398 381

給料及び賞与 4,297 4,266

賞与引当金繰入額 229 223

退職給付費用 174 195

役員退職慰労引当金繰入額 59 36

福利厚生費 1,066 1,045

減価償却費 238 188

賃借料 630 601

消耗品費 978 970

のれん償却額 17 20

雑費 980 1,116

 

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成30年４月１日
至　平成31年３月31日）

　建物及び構築物 1百万円 18百万円

　工具、器具及び備品 1 2

　ソフトウェア 0 2

　原状回復費 15 －

計 18 24
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※３　減損損失

前連結会計年度（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

場所 用途 種類 その他

東海地区（１店舗） 薬局店舗 工具、器具及び備品 －

関西地区（１店舗） 薬局店舗 建物及び構築物等 －

九州地区（１店舗） 薬局店舗 工具、器具及び備品 －

北陸地区（１カ所） 遊休不動産 土地 －

　当社グループは、調剤薬局事業については店舗単位、その他の事業については会社単位によって、資産のグルー

ピングを行っております。ただし、遊休資産及び処分予定資産については、個別物件単位でグルーピングを行って

おります。

　薬局３店舗（東海地区、関西地区、九州地区）につきましては、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスで

あるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（２百万円）を減損損失として特別損失に計上しまし

た。その内訳は建物及び構築物が１百万円、工具、器具及び備品０百万円及びその他１百万円であります。なお、

当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを0.8％で割り引いて算

定しております。

　遊休不動産につきましては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（１百万円）を減損損失として特

別損失に計上しました。その内訳は土地１百万円であります。なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、土地については不動産鑑定評価額及び査定価額等に基づき評価しております。

 

当連結会計年度（自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日）

場所 用途 種類 その他

関西地区（２店舗） 薬局店舗 建物及び構築物等 －

北陸地区（３店舗） 薬局店舗 建物及び構築物等 －

　当社グループは、調剤薬局事業については店舗単位、その他の事業については会社単位によって、資産のグルー

ピングを行っております。ただし、遊休資産及び処分予定資産については、個別物件単位でグルーピングを行って

おります。

　薬局５店舗（関西地区、北陸地区）につきましては、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであるため、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（48百万円）を減損損失として特別損失に計上しました。その内

訳は建物及び構築物8百万円、工具、器具及び備品２百万円、リース資産13百万円及び土地25百万円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値または正味売却価額により測定しており、将来キャッシュ・フ

ローを1.0％で割り引いて算定しております。なお、土地については不動産鑑定評価額及び査定価額等に基づき評

価しております。

 

※４　火災損失

　平成31年２月３日に当社連結子会社株式会社ファルコバイオシステムズにて発生した火災による損失額であり、

その内訳は、固定資産、棚卸資産の滅失損失及び臨時対応諸費等であります。

 

（連結包括利益計算書関係）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成30年４月１日
至　平成31年３月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 383百万円 △457百万円

組替調整額 △280 △28

税効果調整前 102 △486

税効果額 △35 147

その他有価証券評価差額金 66 △338

その他の包括利益合計 66 △338
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数

（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式     

普通株式 11,280,177 － － 11,280,177

合計 11,280,177 － － 11,280,177

自己株式     

普通株式（注）１.２.３ 415,904 356,210 384,700 387,414

合計 415,904 356,210 384,700 387,414

　（注）１．当連結会計年度末の普通株式の自己株式の株式数には、従業員持株会専用信託が保有する当社株式327,300

株が含まれております。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加356,210株は、従業員持株会専用信託による当社株式の取得による増加

356,000株、単元未満株式の買取りによる増加210株によるものであります。

３．普通株式の自己株式の株式数の減少384,700株は、従業員持株会専用信託への自己株式の処分による減少

356,000株、従業員持株会専用信託から従業員持株会への売却による減少28,700株によるものであります。

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（百万円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

 提出会社

（親会社）

 ストック・オプションとして

の新株予約権
 －  －  －  －  － 69

 合計  －  －  －  －  － 69

 

 ３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成29年6月23日

定時株主総会
普通株式 228 21.00 平成29年３月31日 平成29年６月26日

平成29年11月7日

取締役会
普通株式 217 20.00 平成29年９月30日 平成29年12月6日

 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成30年６月22日

定時株主総会
普通株式 269 利益剰余金 24.00 平成30年３月31日 平成30年６月25日

　（注）１．平成30年６月22日定時株主総会の決議による配当金の総額には、従業員持株会専用信託が保有する当社株式

に対する配当金７百万円が含まれております。

２．平成30年６月22日定時株主総会の決議による１株当たり配当額には、上場20周年記念配当２円が含まれてお

ります。
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当連結会計年度（自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数

（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式     

普通株式 11,280,177 － － 11,280,177

合計 11,280,177 － － 11,280,177

自己株式     

普通株式（注）１.２.３ 387,414 511 73,470 314,455

合計 387,414 511 73,470 314,455

　（注）１．当連結会計年度末の普通株式の自己株式の株式数には、従業員持株会専用信託が保有する当社株式260,000

株が含まれております。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加511株は、単元未満株式の買取りによる増加511株によるものでありま

す。

３．普通株式の自己株式の株式数の減少73,470株は、ストック・オプション行使による減少6,100株、従業員持

株会専用信託から従業員持株会への売却による減少67,300株、単元未満株式の売渡しによる減少70株によるも

のであります。

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（百万円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

 提出会社

（親会社）

 ストック・オプションとして

の新株予約権
 － － － － － 98

 合計  － － － － － 98

 

 ３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成30年６月22日

定時株主総会
普通株式 269 24.00 平成30年３月31日 平成30年６月25日

平成30年11月７日

取締役会
普通株式 258 23.00 平成30年９月30日 平成30年12月６日

　（注）１．平成30年６月22日定時株主総会決議による配当金の総額には、従業員持株会専用信託が保有する当社株式に

対する配当金７百万円が含まれております。また、１株当たり配当額には、上場20周年記念配当２円が含まれ

ております。

２．平成30年11月７日取締役会決議による配当金の総額には、従業員持株会専用信託が保有する当社株式に対す

る配当金６百万円が含まれております。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

令和元年６月21日

定時株主総会
普通株式 258 利益剰余金 23.00 平成31年３月31日 令和元年６月24日

　（注）令和元年６月21日定時株主総会の決議による配当金の総額には、従業員持株会専用信託が保有する当社株式に対

する配当金５百万円が含まれております。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
 
 

前連結会計年度
（自 平成29年４月１日

至 平成30年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成30年４月１日
至 平成31年３月31日）

現金及び預金勘定 8,391百万円 7,843百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △20百万円 △10百万円

現金及び現金同等物 8,371百万円 7,833百万円

 

（リース取引関係)

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
 
 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、収益計画及び設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。

一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しておりま

す。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び投資信託受益証券であり、市場価格の変動リスク

に晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。

　借入金は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後４年

であります。また、変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。長期借入金には、信託型従業員

持株インセンティブ・プランの導入に伴う従業員持株会専用信託における金融機関からの借入金が含まれており

ます。

　ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還

日は最長で決算日後８年であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、与信稟議規程に従い、営業債権について、各事業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニ

タリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握

や軽減を図っております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社グループは、投資有価証券について、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況

や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、担当部署が資金繰計画を作成するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理

しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

 連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること

が極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。
 
前連結会計年度（平成30年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 8,391 8,391 －

(2）受取手形及び売掛金 6,869 6,869 －

(3）投資有価証券 2,785 2,785 －

 資産計 18,046 18,046 －

(1）支払手形及び買掛金 4,685 4,685 －

(2）短期借入金 1,925 1,925 －

(3) 未払金 894 894 －

(4) 未払法人税等 476 476 －

(5) 長期借入金 （※） 768 768 △0

(6) リース債務 244 230 △14

 負債計 8,995 8,980 △14

 （※）１年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。

 

当連結会計年度（平成31年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 7,843 7,843 －

(2）受取手形及び売掛金 6,301 6,301 －

(3）投資有価証券 2,824 2,824 －

 資産計 16,969 16,969 －

(1）支払手形及び買掛金 4,389 4,389 －

(2）短期借入金 1,900 1,900 －

(3) 未払金 1,154 1,154 －

(4) 未払法人税等 123 123 －

(5) 長期借入金 （※） 423 422 △0

(6) リース債務 189 178 △10

 負債計 8,180 8,169 △10

 （※）１年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。

 （注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

(3）投資有価証券

 これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、投資信託は公表されている基準価格に

よっております。
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負 債

(1）支払手形及び買掛金、(2）短期借入金、(3）未払金、(4）未払法人税等

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(5）長期借入金、(6）リース債務

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割

り引いた現在価値により算定しております。なお、信託型従業員持株インセンティブ・プランの導入に伴う

従業員持株会専用信託における金融機関からの借入金は、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価

額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：百万円）

区分
前連結会計年度

（平成30年３月31日）

当連結会計年度

（平成31年３月31日）

投資事業有限責任組合に対する出資 9 38

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(3）投資

有価証券」には含めておりません。

 

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成30年３月31日）

 
１年以内

 (百万円）

１年超
５年以内
 (百万円）

５年超
10年以内
 (百万円）

10年超
 (百万円）

現金及び預金 8,391 － － －

受取手形及び売掛金 6,869 － － －

投資有価証券     

その他有価証券のうち満期

があるもの
    

(1) 債券（社債） － － － －

(2) その他 － － 12 －

合計 15,261 － 12 －

 

当連結会計年度（平成31年３月31日）

 
１年以内

 (百万円）

１年超
５年以内
 (百万円）

５年超
10年以内
 (百万円）

10年超
 (百万円）

現金及び預金 7,843 － － －

受取手形及び売掛金 6,301 － － －

投資有価証券     

その他有価証券のうち満期

があるもの
    

(1) 債券（社債） － － － －

(2) その他 － － － －

合計 14,144 － － －
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４. 長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成30年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内

（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 1,925 － － － － －

長期借入金（※） 218 20 － － 530 －

リース債務 62 56 55 43 12 13

合計 2,205 76 55 43 543 13

（※）長期借入金のうち530百万円は、信託型従業員持株インセンティブ・プランに係るものであり、返済予

定額については分割返済日毎の返済金額の定めがないため、期末の借入金残高を最終返済日に一括返済

した場合を想定して記載しております。

 

当連結会計年度（平成31年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内

（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 1,900 － － － － －

長期借入金（※） 20 － － 403 － －

リース債務 56 55 44 13 10 8

合計 1,976 55 44 416 10 8

（※）長期借入金のうち403百万円は、信託型従業員持株インセンティブ・プランに係るものであり、返済予

定額については分割返済日毎の返済金額の定めがないため、期末の借入金残高を最終返済日に一括返済

した場合を想定して記載しております。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（平成30年３月31日）

 種類
　連結貸借対照表
　計上額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

(1）株式 2,443 1,729 713

(2）債券 － － －

(3）その他 23 19 4

小計 2,467 1,748 718

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

(1）株式 318 327 △8

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 318 327 △8

合計 2,785 2,076 709

（注）投資事業有限責任組合への出資（連結貸借対照表計上額９百万円）は市場価格がなく、時価を把握することが

極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

当連結会計年度（平成31年３月31日）

 種類
　連結貸借対照表
　計上額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

(1）株式 1,492 1,126 366

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,492 1,126 366

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

(1）株式 1,332 1,474 △142

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,332 1,474 △142

合計 2,824 2,601 223

（注）投資事業有限責任組合への出資（連結貸借対照表計上額38百万円）は市場価格がなく、時価を把握することが

極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1）株式 1,557 264 2

(2）債券 － － －

(3）その他 118 18 －

合計 1,676 283 2

 

当連結会計年度（自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1）株式 247 27 －

(2）債券 － － －

(3）その他 21 2 －

合計 269 29 －

 

３．減損処理を行った有価証券

 該当事項はありません。

　なお、減損処理にあたっては、時価のあるものについては期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場

合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認

められた額について減損処理を行っております。

 

（デリバティブ取引関係）

 １. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

 ２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付制度及び確定拠出制度を採用しており、主に確

定給付型の制度として退職一時金制度、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

　一部の連結子会社は、複数事業主制度の厚生年金基金制度として大阪薬業厚生年金基金に加入しておりましたが、

同基金は平成30年３月28日付で厚生労働大臣より解散の認可を受け解散いたしました。同基金制度は、自社の拠出に

対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度であるため、確定拠出制度と同様に会計処理しており

ます。

　なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算し

ております。

 

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（(2）に掲げられた簡便法を適用した制度を除く）

 
前連結会計年度

（自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成30年４月１日
至　平成31年３月31日）

退職給付債務の期首残高 1,564百万円 1,570百万円

勤務費用 90 88

利息費用 0 0

数理計算上の差異の発生額 45 44

退職給付の支払額 △130 △161

退職給付債務の期末残高 1,570 1,542

 

(2）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

（自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成30年４月１日
至　平成31年３月31日）

退職給付に係る負債の期首残高 353百万円 386百万円

退職給付費用 64 85

退職給付の支払額 △31 △55

退職給付に係る負債の期末残高 386 416

 

(3）退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当連結会計年度

（平成31年３月31日）

非積立型制度の退職給付債務 1,956百万円 1,958百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,956 1,958

   

退職給付に係る負債 1,956 1,958

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,956 1,958

（注）積立型制度の退職給付債務及び年金資産の残高はありません。
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(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
前連結会計年度

（自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成30年４月１日
至　平成31年３月31日）

勤務費用 90百万円 88百万円

利息費用 0 0

数理計算上の差異の費用処理額 45 44

簡便法で計算した退職給付費用 64 85

その他 120 137

確定給付制度に係る退職給付費用 321 356

（注）「その他」は、退職者転進支援制度による割増退職金等であります。

 

(5）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当連結会計年度

（平成31年３月31日）

割引率 0.00％ 0.00％

予想昇給率 1.11％ 1.06％

 

３．確定拠出制度

　当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度91百万円、当連結会計年度88百万円でありま

す。

 

４．複数事業主制度

　確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度５百万

円であります。

 

（大阪薬業厚生年金基金）

(1）複数事業主制度の直近の積立状況

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）

年金資産の額 291,474百万円

年金財政計算上の数理債務の額と

最低責任準備金の額との合計額
358,591

差引額 △67,117

（注）直近の積立状況については、前連結会計年度は平成29年３月31日における状況を記載しております。

 

(2）複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合

前連結会計年度　0.1％　　（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

（注）前連結会計年度は平成29年３月31日現在の掛金拠出割合を記載しております。

 

(3）補足説明

　大阪薬業厚生年金基金は、平成30年３月28日付で厚生労働大臣より解散の認可を受け解散いたしました。

このため、当連結会計年度につきましては、注記を省略しております。

　上記（1）の差引額の内訳は、年金財政上の過去勤務債務残高46,483百万円及び繰越不足金20,633百万円であり

ます。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間14年の元利均等償却であります。

　なお、上記（2）の各割合は、当社グループの実際の負担割合とは一致しません。
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（ストック・オプション等関係）

 １．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成30年４月１日
至　平成31年３月31日）

販売費及び一般管理費 52 37
 
 ２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

 付与対象者の区分及び

人数
当社子会社の取締役 10名  当社子会社の取締役 10名  当社子会社の取締役 10名

 株式の種類別のストッ

ク・オプションの数

（注）

 普通株式 14,700株  普通株式 39,300株  普通株式 26,400株

 付与日  平成29年２月27日  平成29年10月11日  平成30年８月22日

 権利確定条件
 権利確定条件は付されてお

りません。

 権利確定条件は付されてお

りません。

 権利確定条件は付されてお

りません。

 対象勤務期間
 対象勤務期間の定めはあり

ません。

 対象勤務期間の定めはあり

ません。

 対象勤務期間の定めはあり

ません。

 権利行使期間
 自 平成29年２月28日

 至 令和19年２月27日

 自 平成29年10月12日

 至 令和19年10月11日

 自 平成30年８月23日

 至 令和20年８月22日

　　　　（注）株式数に換算して記載しております。
 
 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（平成31年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。
 

    ①ストック・オプションの数

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

 権利確定前 （株）    

  前連結会計年度末 － － －

  付与 － － 26,400

  失効 － －  

  権利確定 － － 26,400

  未確定残 － － －

 権利確定後 （株）    

  前連結会計年度末 14,700 39,300 －

  権利確定 － － 26,400

  権利行使 1,200 3,000 1,900

  失効 － － －

  未行使残 13,500 36,300 24,500

 
    ②単価情報

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

 権利行使価格 （円） 1 1 1

 行使時平均株価 （円） 1,389 1,389 1,389

 付与日における公正な評価単価 （円） 1,165 1,333 1,403
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 ３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりで

あります。

  ① 使用した評価技法         ブラック・ショールズ式

  ② 主な基礎数値及び見積方法

 第３回新株予約権

 株価変動性（注）１           29.280％

 予想残存期間（注）２               10年

 予想配当（注）３            42円/株

 無リスク利子率（注）４            0.085％

（注）１．10年間（平成20年８月23日から平成30年８月22日まで）の週次株価に基づき算定した当社の週次ヒス

トリカルボラティリティを採用しております。

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使

されるものと推定して見積もっております。

３．平成30年３月期の配当実績（記念配当は除く）に基づいております。

４．新株予約権の付与日から予想残存期間を経過した日を基準として、前後３ヶ月以内に償還日が到来す

る長期国債の複利利回りの平均値であります。

 

 ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

    付与日に権利が確定したため、権利確定数は付与数と同数となっております。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
 
 

当連結会計年度
（平成31年３月31日）

繰延税金資産    

未払事業税 38百万円 9百万円

賞与引当金損金不算入額 194  190

退職給付に係る負債損金不算入額 663  663

役員退職慰労引当金損金不算入額 183  211

減価償却超過額 107  121

関係会社株式 914  911

繰越欠損金 101  104

　その他 238  248

繰延税金資産小計 2,442  2,461

評価性引当額 △1,388  △1,454

繰延税金資産合計 1,054  1,006

繰延税金負債    

その他投資有価証券評価差額金 △204  △56

その他 △13  △15

繰延税金負債合計 △217  △71

繰延税金資産の純額 836  935

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
 
 

当連結会計年度
（平成31年３月31日）

法定実効税率 30.8％  30.5％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9  4.6

住民税均等割 2.6  5.6

のれん償却額 0.0  0.1

評価性引当額の増減 △1.5  3.8

その他 2.3  1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.1  45.7
 
 

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

 事業所・店舗等の不動産賃貸借契約及び定期借地契約に伴う原状回復義務等であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

 使用見込期間を取得から9～50年と見積り、割引率は0.07～2.17％を使用して資産除去債務の金額を計算

しております。

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

 
前連結会計年度

（自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成30年４月１日
至　平成31年３月31日）

期首残高 147百万円 149百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 1 11

時の経過による調整額 2 2

資産除去債務の履行による減少額 － 10

その他増減額（△は減少） △2 △1

期末残高 149 152
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（賃貸等不動産関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社グループは、臨床検査事業及び調剤薬局事業を主要事業と位置付けており、各社毎に業績評価を行い、事業活

動を展開しております。各社で取り扱う商品・サービスの種類・性質、経済的特徴が類似していることから、事業セ

グメントを集約した「臨床検査事業」及び「調剤薬局事業」の２つを報告セグメントとしております。

　「臨床検査事業」は、主に各地の病院及び診療所等から臨床検体検査を受託し、検査結果を提供しております。

「調剤薬局事業」は、処方箋に基づく調剤薬局の店舗運営をしております。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　前連結会計年度（自平成29年４月１日 至平成30年３月31日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）1

合計
 

臨床検査
事業

調剤薬局
事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 27,769 18,193 45,962 － 45,962

セグメント間の内部売上高又

は振替高
15 0 15 △15 －

計 27,784 18,194 45,978 △15 45,962

セグメント利益 980 1,403 2,383 △172 2,211

セグメント資産 10,570 5,623 16,193 16,463 32,656

その他の項目      

減価償却費 564 135 700 161 861

のれんの償却額 － 17 17 － 17

減損損失 － 4 4 － 4

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額
686 127 813 30 844

（注）１．調整額は以下のとおりであります。

 (1) セグメント利益の調整額△172百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,305百万

円及び内部取引の消去に伴う調整額1,133百万円が含まれております。全社費用は、主に人事・経理部門

等の管理費用及び建物の減価償却費であります。

 (2) セグメント資産の調整額16,463百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産等であり、そ

の主なものは、当社の現金預金、投資有価証券及び固定資産であります。

 (3) 減価償却費の調整額161百万円は、主に全社資産等に係る建物の減価償却費であります。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３．減価償却費には、長期前払費用の償却費が含まれております。

４．有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。
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　当連結会計年度（自平成30年４月１日 至平成31年３月31日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）1

合計
 

臨床検査
事業

調剤薬局
事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 27,174 16,982 44,156  44,156

セグメント間の内部売上高又

は振替高
15 0 15 △15 －

計 27,189 16,983 44,172 △15 44,156

セグメント利益 634 881 1,516 △178 1,338

セグメント資産 9,058 5,628 14,686 17,437 32,124

その他の項目      

減価償却費 497 145 642 164 807

のれんの償却額 3 17 20 － 20

減損損失 － 48 48 － 48

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額
577 187 764 624 1,389

（注）１．調整額は以下のとおりであります。

 (1) セグメント利益の調整額△178百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,249百万

円及び内部取引の消去に伴う調整額1,071百万円が含まれております。全社費用は、主に人事・経理部門

等の管理費用及び建物の減価償却費であります。

 (2) セグメント資産の調整額17,437百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産等であり、そ

の主なものは、当社の現金預金、投資有価証券及び固定資産であります。

 (3) 減価償却費の調整額164百万円は、主に全社資産等に係る建物の減価償却費であります。

 (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額624百万円は、全社資産等に係る設備投資額でありま

す。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３．減価償却費には、長期前払費用の償却費が含まれております。

４．有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。

 

【関連情報】

 前連結会計年度（自平成29年４月１日 至平成30年３月31日）及び当連結会計年度（自平成30年４月１日 至平成31

年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦以外の国または地域に所在する固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しており

ます。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

 前連結会計年度（自平成29年４月１日 至平成30年３月31日）及び当連結会計年度（自平成30年４月１日 至平成31

年３月31日）

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　前連結会計年度（自平成29年４月１日 至平成30年３月31日）

   （単位：百万円）

 
臨床検査
事業

調剤薬局
事業

全社・消去 合計

当期末残高 － 42 － 42

 

　当連結会計年度（自平成30年４月１日 至平成31年３月31日）

   （単位：百万円）

 
臨床検査
事業

調剤薬局
事業

全社・消去 合計

当期末残高 66 24 － 91

 

（注）　のれんの償却額については、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

 前連結会計年度（自平成29年４月１日 至平成30年３月31日）及び当連結会計年度（自平成30年４月１日 至平成31

年３月31日）

　該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自平成29年４月１日　至平成30年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自平成30年４月１日　至平成31年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 
 
 

前連結会計年度
（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成30年４月１日
至 平成31年３月31日）

１株当たり純資産額 1,745.40円 1,725.03円

１株当たり当期純利益 156.12円 59.80円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 155.65円 59.44円

（注）１．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度

（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成30年４月１日
至 平成31年３月31日）

１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益
（百万円）

1,697 653

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
利益（百万円）

1,697 653

普通株式の期中平均株式数（株） 10,871,783 10,926,634

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額
（百万円）

－ －

普通株式増加数（株） 33,200 64,663

（うち新株予約権（株）） （33,200） （64,663）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要

－ －

 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

 （平成30年３月31日）
当連結会計年度

 （平成31年３月31日）

 純資産の部の合計額（百万円） 19,081 19,014

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
△69 △98

（うち新株予約権（百万円）） （△69） （△98）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 19,012 18,916

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株）
10,892,763 10,965,722

 

３．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利益及び

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めてお

り、また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。

　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平

均株式数は当連結会計年度293,323株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式

数は、当連結会計年度260,000株であります。
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（重要な後発事象）

自己株式の取得

　当社は、令和元年５月10日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条の規定に基づき、自己株式を買い受けることを決議いたしました。

 

１．自己株式の取得を行う理由

　今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するとともに株主価値向上を目的として取得いた

します。

 

２．取得の内容

（1）取得対象株式の種類　：普通株式

（2）取得し得る株式の総数：45万株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 4.1％）

（3）株式の取得価額の総額：800百万円（上限）

（4）取得期間　　　　　　：令和元年５月20日から令和元年10月31日まで

（5）取得方法　　　　　　：信託方式による市場買付

 

（ご参考）取得結果

（1）取得した株式の種類　：普通株式

（2）取得した株式の総数　：135,400株

（3）株式の取得価額の総額：213,275,600円

（4）取得期間　　　　　　：令和元年５月20日から令和元年５月31日まで（約定ベース）

（5）取得方法　　　　　　：信託方式による市場買付

 

EDINET提出書類

株式会社ファルコホールディングス(E04982)

有価証券報告書

67/83



⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 1,925 1,900 0.37 －

１年以内に返済予定の長期借入金 218 20 0.43 －

１年以内に返済予定のリース債務 62 56 0.98 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 550 403 －  令和２年～４年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 182 132 2.48  令和３年～８年

その他有利子負債 － － － －

合計 2,938 2,512 － －

　（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、長期借入金の403

百万円は、信託型従業員持株インセンティブ・プランに係るものであり、借入金の利息については支払利息

として計上されないため、平均利率の記載をしておりません。

 ２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているものを除いて算定しております。

 ３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以

下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金※ － － 403 －

リース債務 55 44 13 10

※　長期借入金の403百万円は、信託型従業員持株インセンティブ・プランに係るものであり、返済予定

額については分割返済日毎の返済金額の定めがないため、期末の借入金残高を最終日に一括返済した

場合を想定して記載しております。

 

【資産除去債務明細表】

　当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定に

より記載を省略しております。

 

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円） 11,316 22,082 33,537 44,156

税金等調整前四半期（当期）

純利益（百万円）
369 866 1,420 1,203

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益（百万円）
208 526 861 653

１株当たり四半期（当期）純

利益（円）
19.10 48.26 78.92 59.80

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益又は

四半期純損失（△）（円）
19.10 29.15 30.65

 

△19.00
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成30年３月31日)
当事業年度

(平成31年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,777 6,239

関係会社短期貸付金 1,074 1,350

未収入金 ※１ 160 ※１ 160

未収還付法人税等 162 619

その他 21 27

流動資産合計 7,196 8,397

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,782 2,719

土地 4,000 4,184

その他 25 313

有形固定資産合計 6,807 7,218

無形固定資産   

ソフトウエア 10 30

その他 0 0

無形固定資産合計 10 31

投資その他の資産   

投資有価証券 2,728 2,854

関係会社株式 2,733 2,733

関係会社長期貸付金 1,200 －

その他 667 324

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 7,325 5,909

固定資産合計 14,143 13,158

資産合計 21,340 21,555

 

EDINET提出書類

株式会社ファルコホールディングス(E04982)

有価証券報告書

69/83



 

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成30年３月31日)
当事業年度

(平成31年３月31日)

負債の部   

流動負債   

短期借入金 1,925 1,900

関係会社短期借入金 3,035 1,442

1年内返済予定の長期借入金 218 20

未払金 ※１ 74 ※１ 56

未払法人税等 30 19

賞与引当金 － 3

その他 127 108

流動負債合計 5,411 3,550

固定負債   

長期借入金 550 403

繰延税金負債 213 67

退職給付引当金 － 3

その他 157 169

固定負債合計 921 644

負債合計 6,333 4,194

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,371 3,371

資本剰余金   

資本準備金 3,208 3,208

その他資本剰余金 84 83

資本剰余金合計 3,292 3,292

利益剰余金   

利益準備金 103 103

その他利益剰余金   

配当平均積立金 3,000 3,000

別途積立金 3,500 3,500

繰越利益剰余金 1,779 4,328

利益剰余金合計 8,383 10,932

自己株式 △616 △499

株主資本合計 14,430 17,096

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 506 166

評価・換算差額等合計 506 166

新株予約権 69 98

純資産合計 15,006 17,361

負債純資産合計 21,340 21,555
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②【損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成29年４月１日
　至　平成30年３月31日)

当事業年度
(自　平成30年４月１日
　至　平成31年３月31日)

営業収益 ※１ 2,003 ※１ 4,123

営業費用 ※１,※２ 1,337 ※１,※２ 1,226

営業利益 665 2,896

営業外収益   

受取利息及び受取配当金 73 73

保険解約返戻金 － 73

受取補償金 － 64

その他 26 10

営業外収益合計 99 221

営業外費用   

支払利息 9 7

保険解約損 － 6

その他 13 10

営業外費用合計 22 24

経常利益 742 3,094

特別利益   

投資有価証券売却益 283 23

特別利益合計 283 23

特別損失   

投資有価証券売却損 2 －

固定資産除却損 0 15

火災損失 － 13

特別損失合計 2 29

税引前当期純利益 1,023 3,088

法人税、住民税及び事業税 34 9

法人税等調整額 △1 2

法人税等合計 33 11

当期純利益 990 3,076
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

        (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計

 
配当平均
積立金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 3,371 3,208 － 3,208 103 2,000 3,500 2,234 7,838

当期変動額          

剰余金の配当        △228 △228

剰余金の配当（中間配当）        △217 △217

当期純利益        990 990

配当平均積立金の積立      1,000  △1,000 －

自己株式の取得          

自己株式の処分   84 84      

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

         

当期変動額合計 － － 84 84 － 1,000 － △455 544

当期末残高 3,371 3,208 84 3,292 103 3,000 3,500 1,779 8,383

 

       

 株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 自己株式

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △579 13,839 438 438 17 14,295

当期変動額       

剰余金の配当  △228    △228

剰余金の配当（中間配当）  △217    △217

当期純利益  990    990

配当平均積立金の積立  －    －

自己株式の取得 △580 △580    △580

自己株式の処分 542 626    626

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

  67 67 52 120

当期変動額合計 △37 591 67 67 52 711

当期末残高 △616 14,430 506 506 69 15,006
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当事業年度（自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日）

        (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計

 
配当平均
積立金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 3,371 3,208 84 3,292 103 3,000 3,500 1,779 8,383

当期変動額          

剰余金の配当        △269 △269

剰余金の配当（中間配当）        △258 △258

当期純利益        3,076 3,076

自己株式の取得          

自己株式の処分   △0 △0      

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

         

当期変動額合計 － － △0 △0 － － － 2,549 2,549

当期末残高 3,371 3,208 83 3,292 103 3,000 3,500 4,328 10,932

 

       

 株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 自己株式

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △616 14,430 506 506 69 15,006

当期変動額       

剰余金の配当  △269    △269

剰余金の配当（中間配当）  △258    △258

当期純利益  3,076    3,076

自己株式の取得 △0 △0    △0

自己株式の処分 118 117    117

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

  △340 △340 28 △311

当期変動額合計 117 2,666 △340 △340 28 2,354

当期末残高 △499 17,096 166 166 98 17,361
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。

　なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて、入手可能な最近の決算書を

基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　平成19年３月31日以前に取得したものは旧定率法により償却しております。ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除く）については、旧定額法を採用しております。

　平成19年４月１日以降に取得したものは定率法により償却しております。ただし、建物（建物附属設備を除

く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

　事業用定期借地権契約による借地上の建物については、残存価額を零とし、契約残年数を基準とした定額法を

採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物及び構築物　10～65年

(2）無形固定資産

　定額法により償却しております。

　自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。

　数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生した事業年度において一括で費用処理しております。

 

４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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（表示方法の変更）

（貸借対照表）

　前事業年度において「流動資産」の「未収入金」に含めていた「未収還付法人税等」は、金額的重要性が増

したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度

の財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収入金」に表示していた322百万円は、

「未収入金」160百万円、「未収還付法人税等」162百万円として組み替えております。
 
（損益計算書）

　前事業年度において「特別損失」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、金額的重要性が増した

ため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財

務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「特別損失」の「その他」に表示していた０百万円は、「固

定資産除却損」０百万円として組み替えております。

 

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項

（追加情報）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

 

（貸借対照表関係）

※１　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

 
前事業年度

（平成30年３月31日）
当事業年度

（平成31年３月31日）

　短期金銭債権

　短期金銭債務

　　　　　　　　160百万円

　　　　　　　　 52

　　　　　　　160百万円

　　　　　　　 46

 

２　偶発債務

（1）保証債務

　次の関係会社の仕入債務に対し、債務保証を行っております。

前事業年度
（平成30年３月31日）

当事業年度
（平成31年３月31日）

　㈱アテスト 228百万円 　㈱アテスト 105百万円

計 228 計 105

 

（2）重畳的債務引受による連帯債務

　平成22年３月21日付の会社分割により㈱ファルコバイオシステムズが承継した債務及び平成22年10月１日付の

会社分割により㈱ファルコビジネスサポートが承継した債務につき、重畳的債務引受を行っております。

前事業年度
（平成30年３月31日）

当事業年度
（平成31年３月31日）

　㈱ファルコバイオシステムズ 805百万円 　㈱ファルコバイオシステムズ 776百万円

　㈱ファルコビジネスサポート 30 　㈱ファルコビジネスサポート 25

計 835 計 802
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（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引高

 
前事業年度

（自　平成29年４月１日
　　至　平成30年３月31日）

当事業年度
（自　平成30年４月１日

　　至　平成31年３月31日）

　営業取引による取引高

　　営業収益

　　営業費用

　営業取引以外の取引による取引高

 

　　　　　　　 2,000百万円

　　　　　　　　 520

　　　　　　　　　－

 

　　　　　　　 4,120百万円

　　　　　　　　 461

　　　　　　　　　－

 

※２　営業費用の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成29年４月１日
　　至　平成30年３月31日）

当事業年度
（自　平成30年４月１日

　　至　平成31年３月31日）

役員報酬 144百万円 126百万円

減価償却費 161 164

業務委託費 515 455

 

（有価証券関係）

 子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は2,733百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は2,733百万円）

は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成30年３月31日）
 

当事業年度
（平成31年３月31日）

繰延税金資産    

未払事業税 7百万円 4百万円

減価償却超過額 80  80

関係会社株式 914  911

繰越欠損金 101  93

その他 100  102

繰延税金資産小計 1,204  1,194

評価性引当額 △1,204  △1,194

繰延税金資産合計 －  －

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △204  △56

その他 △9  △11

繰延税金負債合計 △213  △67

繰延税金資産（負債）の純額 △213  △67

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（平成30年３月31日）
 

当事業年度
（平成31年３月31日）

法定実効税率 30.8％  30.5％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.3  0.6

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △26.0  △30.6

住民税均等割 0.1  0.0

評価性引当額の増減 △4.0  △0.2

その他 △0.0  0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 3.2  0.4
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（重要な後発事象）

自己株式の取得

　当社は、令和元年５月10日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条の規定に基づき、自己株式を買い受けることを決議いたしました。
 
１．自己株式の取得を行う理由

　今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するとともに株主価値向上を目的として取得いた

します。
 
２．取得の内容

（1）取得対象株式の種類　：普通株式

（2）取得し得る株式の総数：45万株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 4.1％）

（3）株式の取得価額の総額：800百万円（上限）

（4）取得期間　　　　　　：令和元年５月20日から令和元年10月31日まで

（5）取得方法　　　　　　：信託方式による市場買付
 
（ご参考）取得結果

（1）取得した株式の種類　：普通株式

（2）取得した株式の総数　：135,400株

（3）株式の取得価額の総額：213,275,600円

（4）取得期間　　　　　　：令和元年５月20日から令和元年５月31日まで（約定ベース）

（5）取得方法　　　　　　：信託方式による市場買付

 

④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分 資産の種類
当期首
残高

当　期
増加額

当　期
減少額

当　期
償却額

当期末
残高

減価償却
累計額

有形固定資産 建物及び構築物 2,782 111 29 145 2,719 3,792

 土地 4,000 184 － － 4,184 －

 
その他 25 297 0 8 313 54

計 6,807 593 29 154 7,218 3,846

無形固定資産 ソフトウェア 10 30 － 10 30 －

 
その他 0 － － 0 0 －

計 10 30 － 10 31 －

　(注)「その他」の「当期増加額」は総研新棟建設（建設仮勘定）283百万円によるものであります。

 

【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 3 － － 3

賞与引当金 － 3 － 3

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 毎年６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・売渡し  

取扱場所

 

（特別口座）

大阪市中央区北浜四丁目５番33号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

 

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

取次所 　　　　――――――――

買取・売渡手数料 無料

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他のやむ

を得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合には、日

本経済新聞に掲載して行います。

なお、電子公告は当社のホームページに記載しており、そのアドレスは次の

とおりです。

http://www.falco-hd.co.jp/stockholder/

株主に対する特典

毎年３月31日現在及び９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された１単元

（100株）以上を保有する株主に対して、一律ＱＵＯカード（クオカード）

1,000円分を贈呈致します。

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定に

よる請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並び

に株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求をする権利以外の権利を

有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第31期）（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） 平成30年６月22日近畿財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

平成30年６月22日近畿財務局長に提出

(3）四半期報告書及び確認書

（第32期第１四半期）（自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日） 平成30年８月９日近畿財務局長に提出

（第32期第２四半期）（自 平成30年７月１日 至 平成30年９月30日） 平成30年11月９日近畿財務局長に提出

（第32期第３四半期）（自 平成30年10月１日 至 平成30年12月31日） 平成31年２月12日近畿財務局長に提出

(4）臨時報告書

平成30年６月28日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。

平成31年３月１日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）に基づく臨時報告書であります。

(5）自己株券買付状況報告書

報告期間（自 令和元年５月１日 至 令和元年５月31日） 令和元年６月14日近畿財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 令和元年６月21日

株式会社ファルコホールディングス  
 

 取締役会　御中   

 

 ＰｗＣ京都監査法人 

 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 高井　晶治　　印

 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 浦上　卓也　　印

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ファルコホールディングスの平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・

フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ

た。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用さ

れる。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統

制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、令和元年５月10日開催の取締役会において、自己株式を買い受ける

ことを決議している。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ファルコホールディングス及び連結子会社の平成31年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ファルコホール

ディングスの平成31年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、株式会社ファルコホールディングスが平成31年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に

準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 
　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

株式会社ファルコホールディングス(E04982)

有価証券報告書

82/83



 

独立監査人の監査報告書

 

 令和元年６月21日

株式会社ファルコホールディングス  

 

 取締役会　御中   

 

 ＰｗＣ京都監査法人 

 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 高井　晶治　　印

 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 浦上　卓也　　印

 
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ファルコホールディングスの平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第32期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監
査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、令和元年５月10日開催の取締役会において、自己株式を買い受ける
ことを決議している。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ファルコホールディングスの平成31年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
 
　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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